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Topics 2022 May

新型コロナウイルス感染症は未だ収束の見通
しが立たない状況ではあるが、当協会では感

染対策を徹底した上で、以下の通り令和４年度事
業を実施する予定としている。

　なお、新型コロナウイルスの感染状況等によっ
ては、やむを得ず実施内容を変更する可能性があ
るため、今後の最新情報を協会ホームページ等で
随時ご確認ください。

１.  令和４年度 各種講習会
　令和3年度は通常よりも講習会定員を大幅に縮小して開催しておりましたが、
令和４年度は感染状況を注視しながら、なるべく多くの方に受講いただけるよう、
対応を検討しております。
　受講を希望される方は協会ホームページで最新情報をご確認ください。

2 .  第12回 定時総会
　６月２日にビルメンテナンス会館にて開催します。

3 .  協会創立60周年 記念式典
　６月20日に東京国際フォーラムにて開催予定します。

4 .  第56回 優良従業員表彰式
　６月20日に創立60周年記念式典と併催して開催します。なお、万一中止せざる
を得なくなった場合は、表彰状や副賞を各社へご郵送いたします。

5 .  ビルメンテナンスフェアTOKYO 2022
　７月14日、15日に東京都立産業貿易センター浜松町館にて開催します。
詳細については７月号広報誌にて直前特集として掲載する予定です。

QRコードは
こちら

各事業の詳細は協会ホームページをご覧ください

https://www.tokyo-bm.or.jp/

（※令和４年４月15日時点の情報になります。）

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う
令和４年度 協会事業の対応について
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CLIP BOARD

　2020年6月に施行された「国民年金法等の一部を改正する法律」が公布され、2022年
10月から従業員101人以上の規模の事業所については、社会保険の適用対象となる。
　当協会では今回の適用拡大の内容について、詳細を分かりやすくまとめたリーフレット
『ビルメンテナンスの現場で知っトク短時間労働者の社会保険適用拡大』を制作した。
　本リーフレットの内容については本号特集記事（P6より）でも取り上げているので、各社の
人事労務担当者等には是非ご活用いただきたい。

『社会保険適用拡大に関する
リーフレット』を制作

ＰＤＦはこちら⇒ https://tokyobm.tacwebadmin.com/photo/event/
　　　　　　　　　 user/tokyobm/rousai/syakaihoken_leaflet.pdf
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2022 年 5 月号　Vol. 592

About Us
公益社団法人
東京ビルメンテナンス協会

設立
　昭和37年（1962年）5月15日

公益社団法人移行
　平成23年（2011年）2月1日

会員数
　正会員509社╱賛助会員69社
 （令和4年4月30日現在）

イギリス　ロンドン市 （2015年10月14日提携）

 Cover Story　　  　　　　　　　　　　　　　テーマ ： 東京都の姉妹友好都市

Topics

「短時間労働者の社会保険適用
  拡大」セミナーから 6

特　集

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う
令和４年度 協会事業の対応について 3

Clip Board

『社会保険適用拡大に関するリーフレット』を制作 4

Series & Regular
■連載　ちよっと一服 ＃296 28
■連載　環境関連情報「３Ｅレポート」＃53 29
■連載　社会の主な出来事 30
■連載　なんでも相談コーナー 31

　5月・6月の講習会カレンダー 32
■連載　おすすめ製品コーナー 34
　協会からのご案内済み一覧／編集後記 35
　告知板 36

16

世界都市として政治的、経済的に強い影響力がある。ま
た、文化的な多様性があり、多くの言語が使われ、外国
人旅行者が訪れる都市である。オリンピック・パラリン
ピックとラグビー・ワールドカップの開催都市であった
共通点をもち、都市づくり・環境・交通・スポーツイベ
ントなど幅広い分野で交流・協力を行っている。

Special
読者投稿　『おすすめ本とやさしい温泉』 26

令和４年度 東京都所有の建築物の
維持管理に関する要望の回答 20

Special

委員会紹介 Vol.1　建築物衛生管理委員会
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2
0
2
0
年
6
月
に
公
布
さ
れ
た
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
」
の
適
用
範
囲
が
、
2
0
2
2
年
10
月
か
ら
従
業
員
数

1
0
1
人
以
上
に
拡
大
さ
れ
、
短
時
間
労
働
者
を
多
く
抱
え
る
ビ
ル

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
に
お
い
て
今
後
大
き
な
影
響
が
見
込
ま
れ
る
。

　
当
協
会
で
は
本
改
正
に
つ
い
て
「
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
現
場
で

知
っ
ト
ク
　
短
時
間
労
働
者
の
社
会
保
険
適
用
拡
大
」
と
題
し
て

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
ま
と
め
、
さ
ら
に
特
定
社
会
保
険
労
務
士
で
あ
る

高
橋
健
氏
を
講
師
と
し
て
お
招
き
し
、
適
用
拡
大
に
よ
る
様
々
な
影

響
と
今
後
の
企
業
に
お
け
る
対
策
等
に
つ
い
て
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を

も
と
に
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
に
て
講
演
し
て
い
た
だ
い
た
。

　
な
お
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
は
誰
で
も
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
各
企
業
の
人
事
労
務
担
当
者

や
現
場
管
理
者
に
は
、
本
特
集
と
併
せ
て
ご
活
用
い
た
だ
き
た
い
。

「
短
時
間
労
働
者
の
社
会
保
険

  
適
用
拡
大
」セ
ミ
ナ
ー
か
ら

開催日時：令和4年 2月 25日
講　　師：特定社会保険労務士　高橋　健　氏
参 加 者：約80名（オンライン参加）

リーフレット URL：

https://tokyobm.tacwebadmin.com/photo/event/
user/tokyobm/rousai/syakaihoken_leaflet.pdf
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特　集 「短時間労働者の社会保険適用拡大」セミナーから

　

我
が
国
の
社
会
保
険
制
度
は
、
大
き
く
分
け
て
「
医

療
保
険
」、
「
年
金
保
険
」、
「
介
護
保
険
」、
「
雇
用

保
険
」、
「
労
災
保
険
」
の
５
つ
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
改
正
は
、こ
の
う
ち
の
「
医
療
保
険
」
と
「
年

金
保
険
」
に
つ
い
て
で
す
。
何
が
変
わ
っ
て
く
る
か
と

い
う
と
、
加
入
す
べ
き
対
象
者
の
状
況
に
応
じ
て
、
医

療
保
険
に
つ
い
て
健
康
保
険
と
国
民
健
康
保
険
、
年
金

保
険
に
つ
い
て
は
国
民
年
金
と
厚
生
年
金
、
各
々
の
加

入
区
分
の
線
引
き
に
つ
い
て
見
直
し
が
、
順
次
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

今
後
、
社
会
保
険
の
適
用
対
象
者
の
範
囲
が
拡
大
さ

れ
て
い
き
ま
す
が
、
具
体
的
に
言
う
と
、
健
康
保
険
と

厚
生
年
金
へ
の
加
入
要
件
の
拡
大
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

２
０
２
２
年
の
10
月
か
ら
は
、
従
業
員
が
１
０
１
人

以
上
の
規
模
の
企
業
、
２
０
２
４
年
10
月
か
ら
は
従
業

員
51
人
以
上
の
企
業
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
加
入
対
象

者
で
な
か
っ
た
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
に
つ
い
て

も
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
、
社
会
保
険
の
対

象
者
に
な
り
ま
す
。

　

企
業
規
模
を
表
現
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
人
数
表
現

の
言
葉
、
「
以
上
」、
「
超
え
る
」、
「
以
下
」、
「
未

満
」
等
に
つ
い
て
で
す
が
、
例
え
ば
１
０
１
人
以
上
と

い
う
の
は
、
１
０
１
人
を
含
ん
で
の
「
以
上
」、
51
人

以
上
と
い
う
の
は
、
51
人
を
含
ん
で
の
「
以
上
」、
言

葉
を
変
え
る
と
「
１
０
０
人
を
超
え
る
」、
「
50
人
を

超
え
る
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
で
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ

「
１
０
１
人
以
上
」、
「
51
人
以
上
」
と
い
う
表
現
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　　

短
時
間
労
働
者
と
い
う
の
は
具
体
的
に
誰
を
指
す
の

か
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
短
時
間
労
働
者
」
と
い
う
の
は
、
１
週
間
の
労
働

時
間
が
、
同
じ
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
通
常
の
労

働
者
の
労
働
時
間
よ
り
も
短
い
労
働
者
を
言
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
た
と
え
１
時
間
で
も
２
時
間
で
も
、
フ
ル
タ

イ
ム
の
方
よ
り
も
時
間
が
短
い
労
働
者
の
方
全
て
を
指

し
ま
す
。
短
時
間
労
働
者
と
い
う
と
、
パ
ー
ト
・
ア
ル

バ
イ
ト
の
方
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
が
、
嘱
託
の
方
、
契

約
社
員
の
方
、
名
称
が
「
準
社
員
」
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
通
常
の
フ
ル
タ
イ
ム
の
方
よ
り
も
短
い
労
働
時
間

で
あ
れ
ば
、
名
称
に
と
ら
わ
れ
ず
「
短
時
間
労
働
者
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

現
行
の
社
会
保
険
の
適
用
対
象
は
、
原
則
で
言
い
ま

す
と
、
週
の
所
定
労
働
時
間
、
１
か
月
の
所
定
労
働
時

短時間労働者への社会保険の適用拡大については、従業員数 501 人以上
規模の企業においては既に 2016 年からスタートしているのですが、
2022 年 10 月からは従業員数 101 人以上の規模の企業において、
2024 年 10 月からは従業員数　51 人以上の規模の企業において、
パートやアルバイトの方であっても要件を満たす場合には社会保険の被保
険者となるよう、適用が拡大されることになったものです。

社
会
保
険
適
用
拡
大
に
よ
り

対
象
と
な
る
企
業

今回変更のポイントについて

短
時
間
労
働
者
に
社
会
保
険
が

適
用
さ
れ
る
所
定
労
働
時
間
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間
が
フ
ル
タ
イ
ム
の
方
の
４
分
の
３
以
上
の
方
に
つ
い

て
は
、
社
会
保
険
制
度
の
適
用
対
象
に
な
り
、
健
康
保

険
及
び
厚
生
年
金
の
加
入
対
象
者
に
な
り
ま
す
。
フ
ル

タ
イ
ム
の
方
が
週
40
時
間
で
あ
れ
ば
、
週
30
時
間
以
上

働
い
て
い
る
方
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
労
働
時
間
と
い
う
の
は
、
所
定
労
働
時
間
の

こ
と
で
す
。
よ
く
勘
違
い
さ
れ
ま
す
が
、
労
働
時
間
を

表
現
す
る
場
合
、
所
定
労
働
時
間
と
法
定
労
働
時
間
の

２
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　

労
働
基
準
法
上
で
は
、
１
日
８
時
間
、
１
週
間
40
時

間
を
超
え
て
働
か
せ
て
は
な
ら
な
い
と
あ
り
ま
す
。
こ

の
８
時
間
、
40
時
間
が
法
定
労
働
時
間
で
す
。

　

一
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
で
決
め
ら
れ
た
労
働
時
間
、

そ
れ
が
所
定
労
働
時
間
で
す
。
就
業
規
則
等
に
始
業
は

何
時
、
終
業
は
何
時
、
休
憩
は
何
時
間
と
い
う
規
定
が

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

会
社
が
必
ず
し
も
法
定
労
働
時
間
ど
お
り
の
８
時
間
で

は
な
い
は
ず
で
す
。

　

例
え
ば
、
９
時
か
ら
５
時
半
が
就
業
時
間
、
間
１
時

間
の
休
憩
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
実
労
働
時

間
は
７
時
間
30
分
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
７

時
間
30
分
が
所
定
労
働
時
間
で
す
。
よ
っ
て
、
単
に
週

30
時
間
と
い
う
話
で
は
な
く
、
お
勤
め
の
会
社
の
所
定

労
働
時
間
の
４
分
の
３
と
い
う
解
釈
に
な
り
ま
す
の
で
、

お
間
違
い
の
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
が
俗

に
言
う
「
４
分
の
３
要
件
」
と
い
う
も
の
で
す
。

　

そ
れ
に
加
え
て
、
今
現
在
の
短
時
間
労
働
者
へ
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
事
業
所
の
規
模
、
１
週
間
の
労
働
時

間
、
賃
金
の
額
、
勤
務
期
間
、
学
生
で
あ
る
か
な
い
か
、

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
判
断
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

表
1
で
は
、
事
業
所
の
規
模
、
学
生
で
は
な
い
と
い

う
適
用
除
外
の
と
こ
ろ
ま
で
を
、
要
件
と
し
て
一
覧
表

に
し
て
い
ま
す
。
今
現
在
は
、
雇
用
す
る
被
保
険
者

が
５
０
１
人
以
上
の
規
模
の
会
社
に
お
い
て
、
週
の

所
定
労
働
時
間
が
20
時
間
以
上
の
方
、
賃
金
が
月
額

８
万
８
０
０
０
円
以
上
の
方
、
雇
用
期
間
が
１
年
以
上

見
込
ま
れ
る
方
、
学
生
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
「
４

分
の
３
要
件
」
以
外
の
短
時
間
労
働
者
の
社
会
保
険
適

用
の
要
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
、
２
０
２
２
年
10
月
、
そ
し
て
２
０
２
４
年

10
月
に
、
要
件
の
う
ち
企
業
規
模
が
順
次
下
が
る
と
と

も
に
、
勤
務
期
間
が
、「
１
年
以
上
見
込
ま
れ
る
こ
と
」

と
い
う
と
こ
ろ
が
「
２
か
月
以
上
」
と
、
段
階
を
踏
ん

で
適
用
拡
大
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

所
定
労
働
時
間
が
20
時
間
以
上
と
い
う
と
こ
ろ
で
す

が
、
こ
れ
は
契
約
上
の
労
働
時
間
で
す
。
例
え
ば
、
雇

い
入
れ
時
の
労
働
条
件
通
知
書
、
雇
用
契
約
書
な
ど
で
、

何
日
、
何
曜
日
に
仕
事
に
就
く
の
か
、
何
時
か
ら
何
時

ま
で
仕
事
に
就
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い

る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
週
の
所
定
労
働
時
間
が

20
時
間
以
上
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
ま

す
。
例
え
ば
、
勤
務
日
は
月
曜
か
ら
金
曜
日
で
、
勤
務

時
間
は
毎
日
13
時
か
ら
17
時
の
４
時
間
、
休
憩
は
な
し
、

と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、 

５
日
×
４
時
間
で
20
時
間
。

表 1
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20
時
間
は
、
20
時
間
以
上
に
な
る
た
め
、
こ
の
要
件
を

満
た
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
所
定
労
働
時
間
が
週
単
位
で
定
ま
っ
て
い
な

い
場
合
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
変
形
労
働

時
間
制
を
採
用
し
て
い
る
会
社
の
場
合
、
１
週
間
の
労

働
日
数
が
週
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
週
に
よ
っ
て
労
働
日
数
が
変
わ
っ
て
く
る
と
、
20

時
間
を
超
え
る
週
が
あ
っ
た
り
、
20
時
間
未
満
で
あ
っ

た
り
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
場
合
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
と
い
う
と
、
例
え
ば
、
１
か

月
単
位
で
定
め
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
１
年
間
を

週
に
す
る
と
52
週
な
の
で
、
１
か
月
の
所
定
労
働
時
間

を
12
分
の
52
で
割
っ
て
、
週
の
所
定
労
働
時
間
を
判
断

し
ま
す
。

　

そ
し
て
、
１
年
単
位
で
定
め
て
い
る
場
合
は
、
１
年

間
の
所
定
労
働
時
間
を
52
で
割
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
週

の
所
定
労
働
時
間
を
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

１
年
単
位
の
場
合
は
、
１
年
の
所
定
労
働
時
間
が

２
０
８
０
時
間
で
、
52
週
で
割
る
と
、
ち
ょ
う
ど
40
時

間
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
週
所
定
労
働
時
間
が
労
働
契
約
書
等

で
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
、
変
形
労
働
時
間
制
等
で
１

年
単
位
で
決
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
１
か
月
単
位
で
決

め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
労
働
時
間
の
部
分
で

判
断
を
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
20
時
間
の
と
こ
ろ
で
、
企
業
に
よ
っ
て
は
、

契
約
書
上
は
20
時
間
未
満
で
契
約
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
残
業
が
恒
常
的
に
行
わ
れ
て
い
て
、
20
時
間
以
上

働
い
て
い
る
の
が
常
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
あ

る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
契
約
上
週
20
時
間

未
満
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
残
業
等
の
関
係
で
、
実
労

働
時
間
が
２
か
月
連
続
し
て
20
時
間
以
上
に
な
っ
た
と

い
う
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
後
も
20
時
間
以
上
の
状
況

が
続
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
３
か
月
目
か
ら

適
用
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
契
約
上
の
労
働
時
間
だ

け
で
は
な
く
て
、
残
業
時
間
も
含
め
て
の
労
働
時
間
管

理
が
、
よ
り
一
層
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

次
に
、
賃
金
の
「
８
万
８
０
０
０
円
以
上
」
と
い
う

要
件
に
つ
い
て
で
す
。
こ
れ
は
、
基
本
給
と
諸
手
当
を

足
し
て
８
万
８
０
０
０
円
以
上
か
否
か
で
判
断
を
し
ま

す
。
な
お
、
時
間
外
労
働
、
通
勤
手
当
、
賞
与
、
慶
弔

見
舞
金
な
ど
、
臨
時
的
に
払
わ
れ
る
給
与
、
そ
れ
か
ら

恩
恵
的
に
払
わ
れ
る
給
与
に
つ
い
て
は
、
賃
金
の
額
と

し
て
、
こ
こ
に
は
含
み
ま
せ
ん
。
逆
に
深
夜
勤
務
や
休

日
手
当
等
に
つ
い
て
は
、
賃
金
と
い
う
位
置
づ
け
に
な

り
ま
す
。

　

こ
れ
も
、
月
に
よ
っ
て
８
万
８
０
０
０
円
を
超
過
し

た
場
合
、
通
常
月
は
８
万
８
０
０
０
円
以
下
だ
が
、
月

に
よ
っ
て
超
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
も

あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
た
ま
た
ま
そ

の
月
に
残
業
や
休
日
手
当
が
あ
っ
て
８
万
８
０
０
０

円
を
超
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
と
き
は
、
そ
の
こ
と

を
も
っ
て
直
ち
に
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
契
約
書
上
、
基
本
給
と
諸
手
当
で
払
わ
れ
る
給
与

が
８
万
８
０
０
０
円
未
満
で
あ
れ
ば
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
８
万
８
０
０
０
円
以
上
と
な
る
月
が
恒
常
的
、

継
続
的
、
長
期
に
わ
た
る
場
合
に
お
い
て
は
、
要
件
を

満
た
す
と
い
う
判
断
に
な
り
ま
す
。

　

次
に
、
雇
用
期
間
の
要
件
が
「
雇
用
期
間
が
２
か
月

以
上
見
込
ま
れ
る
」
こ
と
に
変
更
と
な
り
ま
す
。
現
行

制
度
で
は
、
「
１
年
以
上
見
込
ま
れ
る
こ
と
」
に
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
非
常
に
大
き
な
影
響
が
あ
る
か
と
思

い
ま
す
。

　

こ
れ
も
雇
用
契
約
書
上
、
２
か
月
以
上
と
な
っ
て
い

る
か
否
か
で
判
断
し
ま
す
が
、
雇
用
契
約
上
、
２
か
月

で
契
約
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
実
態

と
し
て
２
か
月
を
超
え
て
使
用
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に

は
、
雇
用
開
始
の
時
点
か
ら
適
用
に
な
り
ま
す
。
例
え

ば
、
４
月
１
日
か
ら
５
月
31
日
ま
で
の
雇
用
期
間
で
の

契
約
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
雇
用
継
続
、
更
新
の
欄
に

お
い
て
、「
更
新
あ
り
」
や
「
更
新
す
る
場
合
が
あ
る
」

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
期
間

短
時
間
労
働
者
の
賃
金



2022.5  Network Tokyo 10危機管理　気づいた時に　即確認　みんなで守る　職場の安全

と
い
う
よ
う
な
表
現
で
更
新
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
雇
用
開
始
か
ら
の
適
用
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
ほ
か
の
短
時
間
労
働
者
の
方
の
状
況
を

見
て
も
、
２
か
月
で
契
約
が
切
れ
る
こ
と
が
一
般
的
に

な
い
と
認
め
ら
れ
る
会
社
で
あ
れ
ば
、
契
約
当
初
か
ら

２
か
月
を
超
え
て
使
用
さ
れ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
ま
す
。

　

以
上
の
要
件
が
緩
和
さ
れ
る
と
と
も
に
、
企
業
規
模

が
下
が
っ
て
き
ま
す
。
適
用
除
外
事
項
の
「
学
生
で
な

い
こ
と
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

　

表
2
は
、
従
業
員
数
を
ど
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
く

の
か
、
１
０
０
人
を
超
え
る
か
、
50
人
を
超
え
る
か
と

い
う
と
こ
ろ
を
、
ど
の
時
点
で
、
ど
の
よ
う
に
カ
ウ
ン

ト
し
て
い
く
の
か
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
会

社
の
適
用
拡
大
前
の
時
点
で
の
社
会
保
険
の
被
保
険
者

数
で
判
断
さ
れ
ま
す
。
現
在
、
被
保
険
者
に
な
っ
て
い

な
い
短
時
間
労
働
者
も
含
め
て
、
会
社
規
模
と
し
て
、

従
業
員
数
と
し
て
、
全
労
働
者
を
カ
ウ
ン
ト
す
る
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　

例
え
ば
、
従
業
員
が
１
２
０
人
、
う
ち
社
会
保
険
加

入
者
が
80
人
、
加
入
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
パ
ー
ト

タ
イ
マ
ー
が
40
人
い
ま
す
と
い
う
場
合
は
、
１
０
０
人

超
え
の
事
業
所
で
は
な
く
、
80
人
と
し
て
事
業
規
模
、

企
業
規
模
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

従
業
員
数
が
月
ご
と
に
変
動
し
て
い
る
企
業
も
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
場
合
は
直
近
12
か
月
の
う
ち
６
か
月
で

基
準
を
上
回
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
時
点
、
で
適

用
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
判
断
で
適
用
と
な
っ
た
場
合

は
、
一
旦
適
用
と
な
っ
た
後
、
従
業
員
が
減
少
し
て
適

用
規
模
を
下
回
っ
て
も
、
引
き
続
き
そ
の
ま
ま
適
用
さ

れ
ま
す
。

　

で
は
、
ど
の
単
位
で
見
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
と
、

法
人
の
場
合
に
お
い
て
は
、
本
店
、
支
店
等
々
の
個
別

の
事
業
所
単
位
で
見
る
の
で
は
な
く
て
、
同
一
法
人
番

号
で
判
断
し
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
事
業
規
模
を
満
た
す
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
日

本
年
金
機
構
が
判
断
を
し
て
か
ら
、
施
行
日
前
に
該
当

通
知
書
で
通
知
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
が
、
今
回
の
改
正
に
お
け
る
内
容
と
、
適

用
時
期
に
つ
い
て
の
説
明
で
す
。

　

こ
こ
か
ら
、
短
時
間
労
働
者
へ
の
社
会
保
険
適
用
を

拡
大
さ
せ
た
場
合
の
会
社
へ
の
影
響
、
そ
し
て
、
新
た

に
適
用
と
な
る
方
々
へ
の
影
響
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

会
社
に
ど
う
い
う
影
響
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
社
会

表 2

従
業
員
数
の
カ
ウ
ン
ト
方
法

各
企
業
へ
の
影
響
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保
険
料
の
会
社
負
担
分
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
が
一

番
の
問
題
で
す
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
健
康
保
険
及
び

厚
生
年
金
に
該
当
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
社
会
保

険
料
に
つ
い
て
は
労
使
折
半
で
負
担
し
て
い
ま
す
。
従

業
員
の
方
に
払
う
給
料
か
ら
、
本
人
負
担
分
を
控
除
し

て
、
会
社
負
担
分
と
合
わ
せ
て
国
に
納
め
る
形
で
行
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
社
会
保
険
に
加
入
し
て
い

な
い
短
時
間
労
働
者
の
方
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
拡
大

に
よ
っ
て
保
険
料
の
負
担
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
っ
て

き
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
自
社
で
ど
れ
だ
け
事
業
主
負
担
が
発
生
す

る
の
か
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け

な
い
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
５
０
０
人
以
下
の
事
業

所
で
は
40
歳
以
上
で
１
日
５
時
間
、
週
５
日
間
働
い

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
は
、
週
25
時
間
労
働
に
な
る
の

で
、
勤
務
先
の
企
業
規
模
が
従
業
員
５
０
０
人
以
下
で

あ
れ
ば
、
現
在
は
社
会
保
険
の
適
用
対
象
に
は
な
っ
て

い
な
い
の
で
す
が
、
事
業
規
模
に
よ
り
ま
す
が
、
こ

の
10
月
か
ら
加
入
対
象
に
な
っ
た
と
し
ま
す
。
仮
に

時
給
が
１
０
５
０
円
だ
と
す
る
と
、
１
０
５
０
円
×

５
時
間
×
週
５
日
×
４
週
と
な
り
、
月
額
給
与
は

10
万
５
０
０
０
円
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
の
社
会
保
険
適
用
拡
大
特
設
サ
イ
ト
の

中
に
「
社
会
保
険
料
か
ん
た
ん
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
」
と

い
う
サ
イ
ト
が
あ
り
、
そ
こ
へ
入
力
す
る
と
、
こ
の
方

は
、
年
間
の
保
険
料
が
38
万
８
０
０
０
円
発
生
す
る
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
れ
を
本
人
と
会
社
で
折
半
負
担

す
る
の
で
、
会
社
の
負
担
は
19
万
４
０
０
０
円
で
す
。

仮
に
同
様
の
方
が
10
人
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
す
れ
ば
、
年

間
で
会
社
が
負
担
す
る
事
業
主
負
担
の
社
会
保
険
料
は

１
９
４
万
１
０
０
０
円
。
と
い
う
形
で
、
適
用
拡
大
に

よ
っ
て
ど
れ
だ
け
の
負
担
が
生
じ
る
の
か
を
、
こ
の
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
サ
イ
ト
を
使
っ
て
事
前
に
算
出
し
て

お
く
の
は
必
須
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

保
険
料
増
大
に
よ
り
コ
ス
ト
増
に
な
る
わ
け
で
す
の

で
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
、
現
在
の
短
時
間
労
働
者

の
週
の
所
定
労
働
時
間
を
20
時
間
未
満
に
し
て
、
会
社

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/

厚生労働省　社会保険適用拡大特設サイト



2022.5  Network Tokyo 12わたしだけは大丈夫、過信慢心、通勤災害。

負
担
の
コ
ス
ト
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
し
た
ら
い
い
じ

ゃ
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
発
想
も
出
て
く
る
か
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
も
検
討
課
題
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、
多

く
の
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
20
時
間
に
満

た
な
い
よ
う
に
調
整
し
て
い
く
と
、
よ
り
多
く
の
人
手

が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
よ
り
多
く

の
労
務
管
理
が
必
要
に
な
る
の
で
、
労
働
時
間
管
理
も

含
め
て
、
い
ろ
い
ろ
な
部
分
で
無
理
が
生
じ
て
く
る
と

い
う
の
も
正
直
な
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　　

適
用
拡
大
と
い
う
措
置
が
、
少
子
高
齢
化
が
進
む
中

で
労
働
者
の
皆
さ
ん
が
元
気
に
働
く
、
働
き
た
い
だ
け

働
く
こ
と
を
促
す
と
い
う
観
点
で
講
じ
ら
れ
て
い
る
以

上
、
人
材
活
用
や
労
務
管
理
の
コ
ス
ト
な
ど
の
部
分
を

含
め
て
、
長
期
的
な
視
点
で
会
社
と
し
て
の
方
針
を
決

定
す
る
こ
と
が
必
要
か
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

ま
ず
、
会
社
と
し
て
ど
の
時
点
か
ら
適

用
に
な
る
か
と
い
う
の
を
把
握
し
ま
し
ょ
う
。
先
ほ
ど

企
業
規
模
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
か
を
説
明
し
ま

し
た
の
で
、
現
状
、
被
保
険
者
数
を
見
て
、
今
年
な
の

か
、
再
来
年
な
の
か
を
ま
ず
把
握
し
て
い
た
た
だ
く
の

が
一
番
で
す
。

　
　
　
　
　
　

現
状
、
会
社
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
短
時
間

労
働
者
の
方
々
の
個
々
の
労
働
条
件
、
そ
し
て
労
働
実

態
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
誰
が
新
た
に
社

会
保
険
の
適
用
に
な
っ
て
く
る
の
か
を
把
握
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
新
た
に
該
当
す
る
者
、
改
正
法
の
施
行

後
で
あ
っ
て
も
適
用
に
な
ら
な
い
者
等
、
個
々
の
確
認

が
必
要
で
す
。

　
　
　
　
　
　

社
会
保
険
料
の
会
社
負
担
分
の
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
厚
生
労
働
省
の

サ
イ
ト
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幾
ら
の
賃
金
、

お
給
料
を
得
て
い
る
方
に
幾
ら
の
社
会
保
険
料
が
発
生

し
て
、
会
社
負
担
分
が
幾
ら
、
従
業
員
負
担
分
が
幾
ら

と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
2
で
判

明
し
た
個
々
の
該
当
者
に
当
て
は
め
、
ト
ー
タ
ル
で
会

社
と
し
て
幾
ら
の
コ
ス
ト
増
、
社
会
保
険
料
の
事
業
主

負
担
が
発
生
す
る
の
か
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
ま
し

ょ
う
。

　
　
　
　
　
　

全
体
に
対
す
る
説
明
、
そ
れ
か
ら
個
々

に
対
す
る
説
明
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
制
度
の
改
正
や

変
更
が
あ
っ
た
と
き
に
よ
く
聞
か
れ
る
の
が
、
「
そ
ん

な
説
明
は
受
け
な
か
っ
た
」、「
聞
か
さ
れ
な
か
っ
た
」

と
い
う
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
で
す
。
口
頭
だ
け
で
は
な
く
、

き
ち
ん
と
し
た
資
料
を
作
成
し
た
上
で
、
要
件
の
こ
と
、

そ
れ
か
ら
加
入
し
た
場
合
の
こ
と
、
加
入
し
な
か
っ
た

場
合
の
こ
と
等
を
従
業
員
に
説
明
会
で
き
ち
ん
と
説
明

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

新
た
に
適
用
に
な
る
方
に
そ
れ
ぞ
れ
の

意
向
の
確
認
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
今
回
の
改
正
内
容

を
受
け
て
、
短
時
間
労
働
者
と
し
て
働
い
て
い
る
方
々

か
ら
個
々
の
意
向
を
聞
く
こ
と
に
な
る
と
、
様
々
な
意

見
が
出
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、
「
適
用
に
な
る
の
な
ら
、

も
っ
と
時
間
数
を
増
や
し
た
い
」、
「
適
用
に
な
る
必

要
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
時
間
数
を
減
ら

し
て
ほ
し
い
」、
「
短
時
間
労
働
者
で
な
く
て
、
い
っ

そ
の
こ
と
正
社
員
に
し
て
ほ
し
い
」、
「
フ
ル
タ
イ
ム

社
員
に
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
よ
う
な
意
向
を
示
す
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
個
々
の
意
向
を

確
認
し
て
、
Ａ
さ
ん
は
こ
う
い
う
意
向
を
持
っ
て
い
る
、

Ｂ
さ
ん
は
こ
う
い
う
意
向
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
整
理
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
意
向

に
沿
っ
た
場
合
に
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
結
果
ど
れ

だ
け
の
負
担
が
発
生
す
る
の
か
、
ど
こ
ま
で
対
応
で
き

る
の
か
、
で
き
な
い
の
か
、
と
い
う
整
理
が
必
要
に
な

っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　
　
　
　
　
　

例
え
ば
15
人
い
る
短
時
間
労
働
者
の
中

で
何
人
が
適
用
拡
大
と
し
て
被
保
険
者
に
な
る
の
か
、

何
人
が
時
間
数
を
減
ら
し
て
適
用
さ
せ
な
い
形
に
な
る

の
か
、
と
い
う
よ
う
な
最
終
的
な
確
認
が
取
れ
た
段
階

で
、
適
用
事
業
所
と
な
る
10
月
に
向
け
て
手
続
の
準
備

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
被
保
険
者
の
資
格
取
得
届

の
手
続
き
は
、
適
用
か
ら
５
日
以
内
に
す
る
必
要
が
あ

る
た
め
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
書
類
作
成
を
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

今
回
の
適
用
拡
大
で
、
新
た
に
皆
さ
ん
の
会
社
で
働

い
て
い
る
短
時
間
労
働
者
の
何
人
か
が
社
会
保
険
に
加

適
用
拡
大
を
迎
え
る
前
に

準
備
し
て
お
く
べ
き
こ
と

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
2

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
3

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
4

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
5

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
6



2022.5  Network Tokyo13 もう少しだけ　はやる気持ちを抑えて　深呼吸

特　集 「短時間労働者の社会保険適用拡大」セミナーから

入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、
社
会
保
険
に
加
入
す
る

こ
と
に
伴
う
手
続
と
し
て
、
被
保
険
者
資
格
取
得
届
は

皆
さ
ん
の
会
社
が
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
適
用
拡
大

で
健
康
保
険
、
厚
生
年
金
の
加
入
者
や
被
保
険
者
に
な

っ
た
場
合
に
、
こ
れ
ま
で
国
民
健
康
保
険
や
配
偶
者
の

被
扶
養
者
と
し
て
健
康
保
険
の
加
入
に
な
っ
て
い
た

方
々
に
つ
い
て
は
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
資
格

の
喪
失
手
続
、
配
偶
者
の
被
扶
養
者
資
格
の
取
消
手
続

が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
市
区
町
村
役
場

で
手
続
を
行
う
必
要
や
扶
養
者
ら
の
会
社
を
通
し
て
手

続
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
ち
ら
の
手
続
も
漏
れ

な
く
行
わ
な
い
と
、
重
複
の
期
間
が
発
生
し
て
し
ま
っ

た
り
、
被
扶
養
者
と
し
て
の
取
消
し
の
手
続
が
さ
れ
な

い
こ
と
に
よ
る
、
手
当
の
問
題
や
保
険
証
の
問
題
等
の

様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る
の
で
、
忘
れ
ず
に
行
う

よ
う
説
明
す
る
必
要
も
あ
り
ま
す
。

　

併
せ
て
、
従
業
員
の
方
に
被
扶
養
者
が
い
て
、
そ
の

被
扶
養
者
の
方
が
今
回
の
適
用
拡
大
に
よ
っ
て
新
た
に
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社
会
保
険
の
適
用
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

会
社
に
お
い
て
被
扶
養
者
か
ら
除
外
す
る
手
続
を
踏
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
担
当
部
署
等
に
注
意
喚
起

を
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

適
用
拡
大
後
、
各
会
社
に
お
い
て
認
識
を
し
て
お
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は
、
正
確
な
労
働
時
間
管
理

で
す
。
特
に
今
回
の
拡
大
措
置
後
も
社
会
保
険
の
適
用

に
は
な
ら
ず
に
、
社
会
保
険
が
未
適
用
の
ま
ま
で
継
続

す
る
方
が
い
た
と
す
る
と
、
特
に
そ
の
方
々
に
対
す
る

時
間
管
理
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

対
象
者
の
把
握
で
も
ご
説
明
し
た
よ
う
に
、
適
用
拡

大
後
に
お
い
て
、
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
を
20
時
間

以
内
と
定
め
て
い
た
と
し
て
も
、
残
業
等
が
発
生
し
た

こ
と
に
よ
り
、
２
か
月
を
超
え
て
20
時
間
以
上
働
い
た

実
績
が
あ
る
場
合
は
、
会
社
は
そ
の
労
働
者
を
３
か
月

目
か
ら
社
会
保
険
に
加
入
さ
せ
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
義
務
と
な
る
た
め
、
も
し
加
入
が
漏
れ
て
い

た
場
合
、
罰
則
や
追
徴
金
等
の
発
生
に
も
及
ん
で
く
る

た
め
、
短
時
間
労
働
者
の
シ
フ
ト
に
応
じ
た
労
働
時
間

管
理
、
未
加
入
の
ま
ま
働
い
て
い
る
方
の
週
の
労
働
時

間
の
厳
密
な
対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は

シ
フ
ト
管
理
、
労
働
時
間
管
理
、
勤
怠
管
理
に
つ
い
て
、

正
確
に
把
握
で
き
る
シ
ス
テ
ム
構
成
や
管
理
体
制
、
仕

組
み
づ
く
り
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
で
、
短
時
間
労
働
者
へ
の
説
明
を
行
う

に
当
た
っ
て
、
社
会
保
険
の
適
用
に
な
っ
た
と
き
に
ど

の
よ
う
な
恩
恵
が
得
ら
れ
る
の
か
、
現
状
と
、
社
保
適

用
の
被
保
険
者
に
な
っ
た
と
き
の
違
い
の
説
明
を
行
う

必
要
が
出
て
き
ま
す
。

　

社
会
保
険
の
被
保
険
者
に
な
る
メ
リ
ッ
ト
を
説
明
す

る
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
健
康
保
険
の
ほ
う
か
ら
言
い
ま

す
と
、
傷
病
手
当
金
と
出
産
手
当
金
と
い
う
制
度
が
あ

り
ま
す
。
傷
病
手
当
金
は
、
業
務
外
で
の
け
が
や
病
気

で
働
け
な
い
時
期
に
お
い
て
、
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
賃

金
の
一
定
割
合
の
給
付
を
受
け
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で

す
。
私
傷
病
、
風
邪
、
怪
我
等
で
１
か
月
休
職
せ
ざ
る

を
得
な
い
際
の
手
当
金
に
な
り
ま
す
。

　

次
に
公
的
年
金
制
度
に
つ
い
て
の
話
に
な
り
ま
す
。

年
金
制
度
は
、
国
民
皆
年
金
で
す
の
で
、
二
十
歳
以
上

の
方
に
つ
い
て
は
誰
も
が
何
か
し
ら
の
年
金
制
度
に
入

っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
年
金
制
度
と
い
う
の

は
非
常
に
複
雑
で
す
。

　

簡
単
な
概
要
と
し
て
、
年
金
制
度
は
２
階
建
て
に
な

っ
て
い
ま
す
。１
階
部
分
が
国
民
年
金
で
、
１
階
部
分

か
ら
払
わ
れ
る
の
が
基
礎
年
金
。２
階
部
分
が
厚
生
年

金
で
、
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
れ
ば
、
国
民
年
金
か

ら
の
基
礎
年
金
と
、
厚
生
年
金
か
ら
の
年
金
の
両
方
が

受
け
ら
れ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

区
分
を
言
い
ま
す
と
、
自
営
業
者
・
学
生
・
無
職
な

ど
の
方
は
国
民
年
金
の
み
に
加
入
す
る
第
１
号
被
保
険

者
。
会
社
勤
め
の
方
、
公
務
員
の
方
に
つ
い
て
は
、
２

階
部
分
の
厚
生
年
金
に
も
加
入
す
る
第
２
号
被
保
険
者
。

そ
し
て
、
第
２
号
の
被
扶
養
者
、
こ
こ
に
は
「
専
業
主

婦
な
ど
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
被
扶
養
配
偶
者
は
、

第
３
号
被
保
険
者
と
し
て
国
民
年
金
の
み
。
但
し
、
第

３
号
被
保
険
者
の
方
々
は
、
国
民
年
金
の
保
険
料
の
負

担
は
あ
り
ま
せ
ん
。
第
２
号
被
保
険
者
の
方
が
払
っ
て

い
る
保
険
料
の
中
か
ら
負
担
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

現
在
、
社
会
保
険
の
適
用
に
な
っ
て
い
な
い
短
時
間

労
働
者
の
方
は
、
第
１
号
被
保
険
者
、
ま
た
は
第
３
号

被
保
険
者
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
、
年
金
制
度
に
は
「
老
齢
年
金
」
「
障
害
年

金
」
「
遺
族
年
金
」
の
３
つ
が
あ
り
ま
す
。
国
民
年
金

の
み
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、
老
齢
基
礎
年
金
の
み
。

厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
る
方
は
老
齢
基
礎
年
金
に
上

乗
せ
し
て
も
ら
え
ま
す
。
障
害
年
金
に
つ
い
て
も
同
様

で
す
。
一
定
程
度
の
障
害
に
な
っ
た
と
き
に
、
障
害
基

礎
年
金
、
障
害
厚
生
年
金
が
あ
り
ま
す
。
国
民
年
金
だ

け
に
加
入
し
て
い
る
場
合
は
障
害
基
礎
年
金
の
み
、
厚

生
年
金
に
加
入
し
て
い
れ
ば
、
障
害
厚
生
年
金
も
受
け

ら
れ
る
か
た
ち
で
す
。

社
会
保
険
の
被
保
険
者
に
な
る

メ
リ
ッ
ト

労
働
時
間
管
理
の
必
要
性
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ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
界
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
と
、
他
の
業
種
よ
り
非
正
規
労
働
者
が

比
率
的
に
多
い
と
思
い
ま
す
。
今
年
10
月
、
再
来
年
10

月
の
適
用
拡
大
措
置
、
制
度
改
正
と
い
う
の
は
非
常
に

大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
お
話
を
し
た
よ
う
に
、
適
用
拡
大
で
、
新

た
に
社
会
保
険
の
適
用
に
な
る
従
業
員
に
と
っ
て
は
、

保
険
料
負
担
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
反
面
、
加
入

に
よ
る
健
康
保
険
制
度
、
厚
生
年
金
制
度
か
ら
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
給
付
金
や
年
金
等
の
メ
リ
ッ
ト
の
ほ
う

が
大
き
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
、
会
社
と
し
て
は
保
険
料
の
会
社
負
担
増
大
と

い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
し
か
な
い
、
と
い
う
捉
え
方
が
あ
る

か
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
の
制
度
改
正
を
取
り
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
従

業
員
と
の
会
話
の
機
会
が
増
え
て
き
ま
す
。
こ
の
機
会

を
有
効
に
活
用
し
て
、
社
会
保
険
以
外
の
、
例
え
ば
日

頃
の
労
務
管
理
の
問
題
、
時
間
管
理
の
問
題
等
、
ざ
っ

く
ば
ら
ん
な
意
見
聴
収
を
従
業
員
と
行
う
場
は
、
社
会

保
険
適
用
と
い
う
部
分
を
離
れ
た
様
々
な
ヒ
ン
ト
や
情

報
が
入
手
で
き
る
機
会
で
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

従
業
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
上
げ
て
い
く
手
段
で

あ
る
と
同
時
に
、
生
産
性
向
上
の
き
っ
か
け
づ
く
り
に

も
な
る
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
う
し
た
機
会
と
し
て
、

こ
の
制
度
改
正
を
捉
え
て
い
た
だ
く
の
も
一
つ
か
と
感

じ
る
と
こ
ろ
で
す
。

最
後
に
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建
築
物
衛
生
管
理
委
員
会
は
、
協
会
会
員
28
社
か
ら
派
遣
さ
れ
た
方
と
個
人

委
嘱
の
方
、
計
46
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
本
委
員
会
で
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
て
事
業
登
録
制
度
の
要
件

に
も
な
っ
て
い
る
「
従
事
者
研
修
」
の
ほ
か
、
主
に
実
技
を
含
ん
だ
各
種
清
掃

技
術
の
向
上
を
目
的
に
、
講
習
会
を
運
営
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
専
門
家
な
ど

を
招
い
て
の
セ
ミ
ナ
ー
開
催
の
ほ
か
、
調
査
研
究
、
レ
ポ
ー
ト
及
び
テ
キ
ス
ト

等
の
発
刊
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

【
１ 

調
査
及
び
研
究
の
事
業
】

　
１　
実
態
調
査
研
究
の
実
施

　
　
　

 

（
１
）
清
掃
状
況
の「
見
え
る
化
」
に
関
す
る
調
査
及
び
報
告
書
の
作
成（
継
続
事
業
）

　
　
　

 

（
２
）
洗
剤
同
士
の
混
合
事
故
防
止
に
向
け
た
印
刷
物
の
作
成（
継
続
事
業
）

主
な
令
和
４
年
度　
事
業
計
画

【
２ 

教
育
及
び
訓
練
の
事
業
】

　
１　
講
習
会
の
実
施

　
　
　

 

（
１
）
清
掃
作
業
従
事
者
研
修　

Ａ
コ
ー
ス
、
Ｂ
コ
ー
ス

　
　
　

 

（
２
）
貯
水
槽
清
掃
作
業
従
事
者
研
修

　
　
　

 

（
３
）
建
築
物
ね
ず
み
等
防
除
作
業
従
事
者
研
修

　
　
　

 

（
４
）
そ
の
他
、
受
講
者
の
レ
ベ
ル
に
合
わ
せ
た
15
種
類
の
専
門
講
習

　
　
　
　
　

ア 

清
掃
作
業
従
事
者
研
修
指
導
者
講
習

      　
　
　

イ 

ビ
ル
ク
リ
1
級
～
3
級
実
技
最
終
確
認
講
習

　
　
　
　
　

ウ 

初
め
て
の
ポ
リ
ッ
シ
ャ
ー
講
習　
　

な
ど

　
２　
参
考
書
籍
・
研
修
教
科
書
の

　
　
　
作
成

　
　
　

 

（
１
）『
ビ
ル
清
掃
の
基
本
と
実
務
総
合

　
　
　
　
　
　

 

テ
キ
ス
ト
』
の
増
刷

建
築
物
衛
生
管
理
委
員
会

委員会紹介

Vol.1

野
口
博
行
委
員
長
（
株
式
会
社
信
陽
）
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清
掃
作
業
従
事
者
研
修
Ｂ
コ
ー
ス

清
掃
作
業
従
事
者
研
修
Ａ
コ
ー
ス

 

「
A
コ
ー
ス
」
か
ら
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
と
し
て
清
掃
の
原
理
や
仕

組
み
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
カ
ー
ペ
ッ
ト
の
シ
ミ
取
り
実
技
、
ス
ク
イ

ジ
ー
を
使
用
し
た
ガ
ラ
ス
清
掃
の
実
技
を
体
験
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。

　
清
掃
業
務
未
経
験
者
か
ら
入
社
後
２
年
程
度
ま
で
の
方
を
対
象
と

し
た
、
導
入
教
育
で
す
。
ま
た
、
事
業
登
録
の
基
準
と
な
る
従
業
員

教
育
と
し
て
も
ご
活
用
い
た
だ
け
ま
す
。

受
講
料
：（
会
員
）
6
6
0
0
円
　
テ
キ
ス
ト
：
無
　
料

　
　
　
　  

（
一
般
）
6
6
0
0
円
　
テ
キ
ス
ト
：
2
5
3
0
円

講
習
時
間
：
6
時
間

受
講
料
：（
会
員
）
8
8
0
0
円
　
テ
キ
ス
ト
：
無
　
料

　
　
　
　 

（
一
般
）
8
8
0
0
円
　
テ
キ
ス
ト
：
1
8
7
0
円

講
習
時
間
：
6
時
間
×
2
日
間

基
本
的
な
講
習
会

※
受
講
料
は
全
て
税
込
価
格

2

1
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石
材
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
講
習

カ
ー
ペ
ッ
ト
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
講
習

　
様
々
な
「
石
材
」
に
関
す
る
基
礎
的
な
知
識
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の

特
性
に
即
し
た
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
方
法
ま
で
を
学
び
ま
す
。
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
は
講
師
に
よ
る
デ
モ
や
実
技
実
習
の
時
間
を
多
く
含
み
、
直
ち

に
業
務
に
活
か
せ
る
実
践
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
多
く
の
床
材
で
使
用
さ
れ
て
い
る
カ
ー
ペ
ッ
ト
床
（
繊
維
系
床
材
）

に
つ
い
て
、
基
本
知
識
か
ら
現
場
で
の
高
度
な
技
術
ま
で
を
広
く
学

び
ま
す
。
ま
た
、
最
近
で
は
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
方
法
も
多
岐
に
わ
た
っ

て
お
り
、
実
技
や
デ
モ
を
交
え
て
代
表
的
な
方
法
を
紹
介
し
ま
す
。

受
講
料
：（
会
員
）
　
　 

6
6
0
0
円

　
　
　
　 

（
一
般
）
1
万
3
2
0
0
円

講
習
時
間
：
6
時
間

受
講
料
：（
会
員
）
　
　 

8
8
0
0
円
　

　
　
　
　 

（
一
般
）
1
万
7
6
0
0
円

講
習
時
間
：
6
時
間

お
す
す
め
の
講
習
会

※
受
講
料
は
全
て
税
込
価
格

2

1
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昨
年
度
は
、
『
洗
剤
・
手
指
消
毒
剤

に
関
す
る
注
意
喚
起
ポ
ス
タ
ー
』
と

『
清
掃
状
況
の
「
見
え
る
化
」
に
関
す

る
調
査
報
告
書
～
汚
れ
を
数
値
化
す
る

試
み
～
』
を
作
成
し
、
各
会
員
企
業
に

送
付
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
当
協
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
P
D
F

デ
ー
タ
の
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
が
可

能
で
す
の
で
是

非
ご
活
用
下
さ

い
。

　
そ
の
他
、
隔
年
で
ビ
ル
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
技
能
競
技
会
地
区
大
会
を
開
催
し
て

お
り
、
上
位
２
名
の
選
手
を
東
京
地
区

代
表
と
し
て
全
国
大
会
に
送
っ
て
い
ま

す
。
昨
年
開
催
さ
れ
た
全
国
大
会
で
は
、

1
名
の
選
手
が
中
央
職
業
能
力
開
発
協

会
会
長
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

弾
性
床
材
＆
ト
イ
レ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
講
習

　
ト
イ
レ
内
の
建
材
に
加
え
、
金
属
、
木
床
、
リ
ノ
リ
ウ
ム
、
弾
性

床
な
ど
に
つ
い
て
、
基
礎
知
識
か
ら
現
場
で
の
高
度
な
技
術
ま
で
を

広
く
学
び
ま
す
。
ま
た
、
多
岐
に
わ
た
る
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
方
法
に
つ

い
て
、
座
学
に
加
え
デ
モ
を
ま
じ
え
て
代
表
的
な
方
法
を
紹
介
し
ま

す
。

受
講
料
：（
会
員
）
　
　 

8
8
0
0
円

　
　
　
　 

（
一
般
）
1
万
7
6
0
0
円

講
習
時
間
：
6
時
間

委員会紹介

そ
の
他
事
業

Vol.1

3
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一
　
総
合
評
価
制
度
の
拡
充
に
つ
い
て

要
望
内
容

⑴　

総
合
評
価
方
式
の
適
用
案
件
に
つ
い
て
は
、
清
掃
業
務
、
警
備
・
受
付
業
務

に
加
え
て
、
設
備
管
理
業
務
も
含
め
た
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
す
べ
て
に
価
格

点
上
限
を
設
定
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

都
の
回
答

価
格
点
の
上
限
設
定
を
適
用
し
て
い
る
建
物
清
掃
及
び
警
備
・
受
付
以
外
の
業

務
に
つ
い
て
は
、
業
務
ご
と
の
上
限
設
定
の
必
要
性
や
配
点
バ
ラ
ン
ス
等
を
踏

ま
え
、
今
後
検
討
し
て
い
き
ま
す
。�

（
財
務
局
）

要
望
内
容

⑵　

政
策
的
評
価
項
目
に
つ
い
て
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ

９
０
０
１
）、
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
）、
エ

ネ
ル
ギ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
５
０
０
０
１
）、
イ
ン
ス
ペ
ク

タ
ー
等
の
資
格
者
の
保
有
状
況
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
に
関
す
る
認
定
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ

２
７
０
０
１
）、
エ
コ
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
認
定
事
業
者
、
東
京
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

協
会
加
盟
等
を
加
点
要
素
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

都
の
回
答

　
総
合
評
価
に
お
い
て
は�

、
公
共
調
達
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
も
都
の
政
策
目

的
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
個
別
の
法
令
に
よ
り
公
共
調
達
の
落

札
者
決
定
に
当
た
り
考
慮
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
項
目
な
ど
を
政
策
的
評
価

項
目
と
し
て
お
り
、
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
等
の
項
目
や
障
害
者
雇
用
の
項
目
な

ど
に
つ
い
て
設
定
項
目
例
と
し
て
定
め
て
い
ま
す
。

　
ご
指
摘
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
政
策
的
評
価
項
目
に
は
馴
染
み
に
く
い
も
の

も
あ
り
、
総
合
評
価
の
加
点
項
目
に
設
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
慎
重
に
検
討

し
て
い
き
ま
す
。�

（
財
務
局
）

要
望
内
容

⑶　

総
合
評
価
方
式
に
中
小
事
業
者
が
参
入
す
る
方
式
と
し
て
「
事
業
協
同
組
合
」

の
活
用
を
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
個
別
の
発
注
案
件
に
対
応
す
る
た
め
に
事

業
協
同
組
合
を
設
立
す
る
の
は
、
期
間
や
経
費
等
を
要
す
る
な
ど
、
現
実
的
で

は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。特
に
、一
定
規
模
以
上
の
総
合
管
理
案
件
に
お
い
て
は
、

異
な
っ
た
業
態
の
業
者
の
協
同
が
有
効
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｊ
Ｖ
で
の
入
札
参

加
に
つ
い
て
ご
検
討
い
た
だ
き
た
い
。

令
和
４
年
度 

東
京
都
所
有
の
建
築
物
の

維
持
管
理
に
関
す
る
要
望
の
回
答

　
令
和
３
年
８
月
に
都
知
事
に
提
出
し
た
要
望
書
の
回
答
が
、
東
京
都
か
ら
都
議
会
各
会
派
を
通
じ
て
届
き
ま
し
た
の
で
報
告
い
た
し
ま
す
。
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■令和4年度  東京都所有の建築物の維持管理に関する要望の回答

都
の
回
答

　
東
京
都
で
は
、
原
則
と
し
て
、
建
物
清
掃
、
電
気
・
暖
冷
房
設
備
保
守
等
、

営
業
種
目
ご
と
に
分
離
分
割
発
注
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
規
模
が
小
さ
く
分
割

す
る
こ
と
で
合
理
性
が
損
な
わ
れ
る
等
の
理
由
の
あ
る
案
件
に
つ
い
て
は
、
複

数
の
営
業
種
目
を
合
わ
せ
た
い
わ
ゆ
る
総
合
建
物
管
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
総
合
建
物
管
理
案
件
に
つ
い
て
は
、
競
争
性
が
確
保

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
履
行
上
の
問
題
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
今
後
必
要

に
応
じ
て
検
討
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。�

（
財
務
局
）

要
望
内
容 

⑷　

総
合
評
価
案
件
の
入
札
に
は
十
分
な
準
備
期
間
が
必
要
と
の
要
望
に
対
し
、

可
能
な
限
り
期
間
を
確
保
で
き
る
よ
う
努
力
す
る
と
の
回
答
で
す
が
、
年
度
当

初
か
ら
の
適
正
な
品
質
を
確
保
し
た
履
行
の
た
め
に
も
、
十
分
な
引
継
ぎ
期
間

が
確
保
で
き
る
よ
う
準
備
期
間
の
延
長
を
速
や
か
に
実
施
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

都
の
回
答

　
準
備
契
約
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
体
の
予
算
の
仕
組
上
、
新
年
度
の
予
算

措
置
が
未
確
定
な
時
点
で
契
約
手
続
を
進
め
る
こ
と
は
困
難
で
す
。
ま
た
、
限

ら
れ
た
期
間
内
で
契
約
手
続
き
を
行
う
必
要
が
あ
る
た
め
、
入
札
期
間
の
延
長

を
行
う
の
が
困
難
な
ケ
ー
ス
も
想
定
さ
れ
ま
す
が
、
総
合
評
価
方
式
を
適
用
す

る
案
件
に
つ
い
て
は
準
備
契
約
の
案
件
の
中
で
優
先
的
に
手
続
き
を
進
め
、
可

能
な
限
り
提
案
書
作
成
期
間
や
審
査
期
間
を
確
保
す
る
等
、
契
約
事
務
手
続
き

で
で
き
る
こ
と
は
引
き
続
き
努
力
し
て
い
き
ま
す
。�

　（
財
務
局
）

二
　
十
分
な
予
算
の
措
置
並
び
に
最
低
制
限
価
格
等
を

　
　
導
入
す
る
場
合
の
協
議
に
つ
い
て

要
望
内
容

⑴　

予
算
の
積
算
に
あ
た
っ
て
は
、
前
年
度
の
落
札
金
額
を
次
年
度
の
予
定
価
格

の
参
考
に
す
る
こ
と
な
く
、
毎
年
度
、
公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
、
建
築
保
全

業
務
労
務
単
価
な
ど
、
最
新
の
単
価
に
基
づ
く
、
施
設
管
理
予
算
の
確
保
に
努

め
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

な
お
、
建
築
保
全
業
務
に
係
る
「
技
能
労
働
者
」
の
労
務
単
価
は
、
公
園
清

掃
等
の
委
託
単
価
だ
け
で
な
く
、
軽
作
業
員
、
設
備
機
械
工
に
も
「
公
共
工
事

設
計
労
務
単
価
」と
同
じ
職
種
の
単
価
で
積
算
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、「
公

共
工
事
設
計
労
務
単
価
」
の
み
、
一
部
の
案
件
で
新
労
務
単
価
へ
の
変
更
を
認

め
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
他
の
労
務
単
価
に
お
い
て
も
、
旧
労
務
単
価

に
基
づ
き
積
算
し
契
約
し
た
案
件
に
つ
い
て
は
、
新
労
務
単
価
へ
の
契
約
変
更

を
認
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

都
の
回
答

　
都
が
所
有
す
る
建
物
は
、
昭
和
40
年
代
及
び
平
成
一
桁
の
時
期
に
集
中
的
に

建
設
さ
れ
て
お
り
、
今
後
老
朽
化
が
進
む
施
設
の
維
持
・
更
新
を
着
実
に
進
め

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
日
常
の
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
に
力
を
入
れ
て
い
く
と
と
も
に
、
施
設
の
改
築
・
改
修
を
計
画
的
に
推
進
し

て
い
き
ま
す
。

　
建
物
維
持
管
理
の
令
和
4
年
度
予
算
に
つ
い
て
は
、
品
質
確
保
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
市
場
の
状
況
に
即
し
た
単
価
を
用
い
て
、
実
際
の
施
工
条
件
を
反
映
し

た
積
算
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
今
後
と
も
的
確
に
対
応
し
て
い
き
ま
す
。

　
建
物
管
理
や
清
掃
委
託
な
ど
の
人
件
費
割
合
の
高
い
労
働
集
約
型
業
務
の
予

定
価
格
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
、
維
持
保
全
業
務

積
算
基
準
又
は
建
築
保
全
業
務
労
務
単
価
、
物
価
資
料
等
、
該
当
業
務
内
容
に

合
致
し
、
か
つ
、
客
観
性
の
あ
る
最
新
の
労
務
単
価
を
基
に
積
算
す
る
こ
と
を

庁
内
に
周
知
徹
底
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
新
労
務
単
価
へ
の
契
約
変
更
に
つ
い
て
は
、
現
在
委
託
案
件
で
は
、

公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
を
使
用
し
て
い
る
一
部
の
案
件
に
つ
い
て
契
約
変
更

を
認
め
て
お
り
ま
す
が
、
他
案
件
へ
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
各
案
件
の
積
算
内

容
を
踏
ま
え
検
討
し
て
い
き
ま
す
。�

　（
財
務
局
）

要
望
内
容

⑵　

予
定
価
格
の
積
算
に
当
た
っ
て
は
、
品
質
確
保
の
た
め
、
積
算
能
力
や
事
業
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者
の
提
案
内
容
の
審
査
能
力
な
ど
を
一
層
向
上
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

都
の
回
答

　
予
定
価
格
に
つ
い
て
は
、
各
局
お
い
て
、
労
務
単
価
や
物
価
の
動
向
な
ど
を

踏
ま
え
、
適
正
な
積
算
に
努
め
て
い
ま
す
。�

（
財
務
局
）

要
望
内
容

⑶　

政
府
は
今
年
度
の
「
国
等
の
契
約
の
基
本
方
針
」
策
定
に
あ
た
り
、
警
備
業

や
清
掃
業
な
ど
の
人
件
費
単
価
が
低
い
業
務
に
お
い
て
、
年
度
途
中
に
最
低
賃

金
が
改
定
さ
れ
た
際
に
契
約
金
額
を
見
直
す
発
注
機
関
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、

労
務
費
上
昇
を
見
込
ん
だ
予
算
の
確
保
や
契
約
の
見
直
し
を
促
進
す
る
考
え
を

明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
よ
っ
て
、
最
低
賃
金
の
年
度
途
中
の
引
上
げ
等
も
見
込

ん
だ
適
正
な
予
定
価
格
を
設
定
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

都
の
回
答

　
都
で
は
、
公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
、
維
持
保
全
業
務
積
算
基
準
又
は
建
築
保

全
業
務
労
務
単
価
、
物
価
資
料
等
、
該
当
業
務
内
容
に
合
致
し
、
か
つ
、
客
観
性

の
あ
る
最
新
の
労
務
単
価
を
基
に
予
定
価
格
の
積
算
を
行
っ
て
お
り
、
案
件
ご
と

に
使
用
す
る
単
価
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
に
伴
う

一
律
の
契
約
変
更
は
予
定
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
引
き
続
き
、
労
務
単
価
や
物
価

の
動
向
な
ど
を
踏
ま
え
、
適
正
な
積
算
に
努
め
て
い
ま
す
。�
（
財
務
局
）

要
望
内
容

⑷　

年
金
改
革
法
の
成
立
に
伴
い
、
短
時
間
労
働
者
（
週
20
時
間
以
上
）
の
厚
生

年
金
保
険
へ
の
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
、
令
和
４
年
10
月
よ
り
「
１
０
１
人
以

上
」、
令
和
６
年
10
月
よ
り
「
51
人
以
上
」
と
な
り
ま
す
の
で
、
社
会
保
険
料
相

当
額
を
適
正
に
見
込
ん
だ
予
定
価
格
を
設
定
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

都
の
回
答

　
予
定
価
格
に
つ
い
て
は
、
各
局
に
お
い
て
、
労
務
単
価
や
物
価
の
動
向
な
ど

を
踏
ま
え
、
適
正
な
積
算
に
努
め
て
お
り
、
法
定
福
利
費
は
、
こ
れ
ま
で
も
適

切
に
積
算
に
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。�

（
財
務
局
）

要
望
内
容

⑸　

業
務
委
託
入
札
に
最
低
制
限
価
格
制
度
を
導
入
す
る
場
合
に
は
、
予
め
東
京

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
協
会
と
十
分
に
協
議
す
る
と
と
も
に
、
技
術
力
・
経
営
力

に
よ
る
競
争
を
損
ね
る
弊
害
が
生
じ
な
い
よ
う
、
十
分
な
配
慮
を
お
願
い
し
た

い
。
特
に
、
労
働
集
約
型
業
務
で
あ
る
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
務
の
人
件
費
割

合
は
85
％
程
度
と
言
わ
れ
て
お
り
、
深
刻
な
人
手
不
足
の
な
か
、
安
定
し
た
業

務
の
品
質
を
確
保
で
き
る
よ
う
、
最
低
制
限
価
格
は
予
定
価
格
の
85
％
以
上
で

設
定
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

都
の
回
答

　
最
低
制
限
価
格
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
業
務
委
託
は
一
般
的
に
委
託
内

容
が
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
積
算
基
準
を
共
通
化
す
る
こ
と
に
よ
る

影
響
、
適
用
す
べ
き
業
務
分
野
の
範
囲
等
の
課
題
が
あ
り
、
引
き
続
き
検
討
を

行
っ
て
い
き
ま
す
。�

（
財
務
局
）

三
　
契
約
内
容
の
履
行
確
保
と
入
札
参
加
資
格
の

　
　
審
査
に
つ
い
て

要
望
内
容

⑴　

入
札
参
加
申
請
の
際
の
等
級
（
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
）
に
関
し
、
不
正
な
申
請
を
防

ぐ
た
め
、
公
共
工
事
の
経
営
事
項
審
査
の
よ
う
に
決
算
報
告
書
と
共
に
確
定
申

告
書
の
写
し
を
添
付
さ
せ
、
契
約
実
績
に
つ
い
て
も
特
に
清
掃
・
設
備
・
警
備

に
関
し
て
売
上
の
半
分
以
上
の
契
約
書
の
写
し
を
添
付
さ
せ
る
こ
と
を
要
望
し

ま
す
。

都
の
回
答

　
入
札
参
加
資
格
の
等
級
決
定
に
お
い
て
は
、
申
請
日
現
在
で
確
定
し
て
い
る

直
近
の
決
算
年
度
の
財
務
諸
表
等
に
基
づ
き
行
っ
て
い
ま
す
。
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■令和4年度  東京都所有の建築物の維持管理に関する要望の回答

　
申
請
後
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
申
請
内
容
を
確
認
で
き
る
書
類
を
求
め
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
資
格
審
査
に
必
要
な
書
類
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

�

　（
財
務
局
）

要
望
内
容

⑵　

業
者
指
名
の
段
階
で
、
適
正
な
履
行
能
力
を
十
分
に
審
査
し
、
適
正
な
積
算

能
力
が
な
い
業
者
の
参
加
を
防
い
で
い
た
だ
き
た
い
。

都
の
回
答

　
業
者
指
名
は
、
入
札
参
加
資
格
手
続
き
を
経
て
登
録
さ
れ
た
東
京
都
入
札
参

加
資
格
名
簿
の
登
録
業
者
の
中
か
ら
、
指
名
基
準
に
基
づ
き
、
発
注
契
約
の
内

容
に
適
し
た
専
業
性
及
び
技
術
的
適
性
、過
去
の
履
行
成
績
等
を
踏
ま
え
て
行
っ

て
い
ま
す
。�

（
財
務
局
）

要
望
内
容

⑶　

入
札
参
加
の
際
に
は
、
入
札
金
額
の
根
拠
と
な
る
積
算
資
料
（
直
接
人
件
費
、

法
定
福
利
費
、
直
接
物
品
費
、
業
務
管
理
費
、
一
般
管
理
費
等
の
内
訳
）
の
提

出
を
求
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

都
の
回
答

　
都
が
発
注
す
る
委
託
等
の
案
件
に
つ
い
て
は
積
算
資
料
の
提
出
を
全
て
の
案

件
を
対
象
と
し
て
は
求
め
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
低
価
格
等
、
積
算
内
容
の
確
認

を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
個
別
の
対
応
を
行
っ
て
い
ま
す
。

�

（
財
務
局
）

要
望
内
容

⑷　

業
者
指
名
段
階
あ
る
い
は
落
札
後
に
、
各
入
札
参
加
資
格
に
適
合
し
て
い
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
、
特
に
、
納
税
証
明
書
、
従
事
者
の
社
会
保
険
・
雇
用

保
険
適
用
状
況
に
関
す
る
提
出
が
容
易
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
な
ど
、
会
社

と
し
て
の
保
険
加
入
だ
け
で
な
く
、
個
々
の
従
事
者
の
保
険
加
入
や
最
低
賃
金

の
遵
守
等
を
促
が
す
取
り
組
み
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

都
の
回
答

　
都
が
登
録
事
業
者
や
そ
の
従
業
員
全
て
の
加
入
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
は
受

発
注
者
双
方
に
大
き
な
負
担
と
な
り
、
実
務
上
困
難
で
あ
り
、
ま
た
都
に
そ
の

権
限
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
未
加
入
者
へ
の
対
応
が
重
要
で
あ
る

こ
と
は
認
識
し
て
お
り
、
財
務
局
契
約
第
二
課
発
注
の
案
件
に
つ
い
て
は
、
社

会
保
険
加
入
を
入
札
参
加
条
件
と
す
る
な
ど
、
加
入
促
進
に
努
め
て
い
ま
す
。

�

（
財
務
局
）

要
望
内
容

⑸　

総
合
評
価
案
件
以
外
で
も
、
事
業
者
の
技
術
力
、
経
営
力
等
に
つ
い
て
適
切

に
審
査
・
評
価
で
き
る
体
制
整
備
を
望
み
ま
す
。
適
切
な
追
加
調
査
を
実
施
し
、

履
行
確
保
の
た
め
に
積
算
内
訳
書
、
業
務
履
行
提
案
書
や
誓
約
書
の
提
示
を
求

め
る
な
ど
、
確
実
に
履
行
さ
せ
る
取
り
組
み
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

都
の
回
答

　
事
業
者
の
経
営
力
に
つ
い
て
は
、
資
格
審
査
時
に
年
間
総
売
上
高
、
自
己
資

本
額
な
ど
の
客
観
的
審
査
事
項
と
営
業
種
目
ご
と
の
売
上
高
に
よ
る
主
観
的
審

査
事
項
に
よ
り
審
査
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
技
術
力
な
ど
価
格
以
外
の
要
素
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
案
件
で
は
、

総
合
評
価
方
式
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の

案
件
で
も
、
業
務
内
容
に
応
じ
て
、
入
札
参
加
に
必
要
と
な
る
条
件
を
付
す
こ

と
に
よ
り
、
適
正
な
履
行
の
確
保
を
図
っ
て
い
ま
す
。�

（
財
務
局
）

要
望
内
容

⑹　

業
務
委
託
の
品
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
評
価
結
果
の
一
般
へ
の
公
表
に
つ

い
て
引
き
続
き
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
令
和
元
年
12
月
に
発
表
さ
れ
た「
準

備
契
約
案
件
に
お
け
る
落
札
後
辞
退
に
関
す
る
注
意
事
項
」
の
徹
底
を
お
願
い

し
た
い
。
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都
の
回
答

　
業
務
委
託
の
品
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
評
定
対
象
契
約
の
希
望

者
の
み
に
行
っ
て
い
た
評
価
結
果
の
通
知
を
、
平
成
30
年
度
よ
り
、
全
受
託
者

に
対
し
て
通
知
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
受
託
者
が
自
身
の
評
価
結
果
を

認
識
す
る
こ
と
が
品
質
の
向
上
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
で

は
評
価
結
果
の
一
般
へ
の
公
表
を
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、「
準
備
契
約
案
件
に
お
け
る
落
札
後
辞
退
に
関
す
る
注
意
事
項
」
の
周

知
・
徹
底
は
引
き
続
き
行
っ
て
い
き
ま
す
。�

（
財
務
局
）

四
　
障
害
者
雇
用
の
促
進
に
つ
い
て

要
望
内
容

⑴　

障
害
者
雇
用
促
進
モ
デ
ル
入
札
の
再
開
は
評
価
い
た
し
ま
す
が
、
該
当
案
件

の
内
容
は
、
障
害
者
の
勤
務
日
数
や
勤
務
時
間
が
あ
ま
り
に
も
少
な
く
、
実
際

に
は
障
害
者
雇
用
の
モ
デ
ル
に
は
な
り
え
な
い
も
の
で
し
た
。
モ
デ
ル
入
札
を

継
続
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
実
際
の
障
害
者
雇
用
の
拡
大
に
つ
な
が
る
内
容
の

モ
デ
ル
入
札
を
実
施
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

都
の
回
答

　
昨
年
度
、
障
害
者
就
業
促
進
モ
デ
ル
入
札
を
試
行
開
始
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

継
続
的
な
取
り
組
み
に
向
け
て
、
関
係
局
と
緊
密
に
連
携
し
て
検
討
を
進
め
て

い
き
ま
す
。�

（
財
務
局
）

要
望
内
容

⑵　

入
札
参
加
資
格
定
期
受
付
の
際
の
審
査
事
項
に
つ
い
て
、
障
害
者
雇
用
率
に

つ
い
て
の
段
階
的
加
点
は
導
入
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
上
限
が
5
点
の
ま
ま
で

あ
る
た
め
、
配
点
の
比
重
の
拡
大
を
図
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

都
の
回
答

　
障
害
者
雇
用
点
数
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
は
、
登
録
事
業
者
の
法
定
雇
用
率

達
成
状
況
や
資
格
審
査
に
お
け
る
格
付
上
の
あ
り
方
等
を
勘
案
し
な
が
ら
、
検

討
し
て
い
き
ま
す
。�

（
財
務
局
）

要
望
内
容

⑶　

入
札
参
加
資
格
定
期
受
付
の
際
の
審
査
事
項
に
お
け
る
加
点
対
象
、
総
合
評

価
制
度
に
お
け
る
政
策
評
価
項
目
以
外
で
も
、
障
害
者
雇
用
率
が
加
点
要
素
と

な
る
仕
組
み
づ
く
り
を
検
討
い
た
だ
き
た
い
。

都
の
回
答

　
障
害
者
雇
用
率
に
関
す
る
加
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
入
札
参
加
資
格
受
付
時

の
資
格
審
査
に
お
い
て
引
き
続
き
採
用
す
る
と
と
も
に
、
総
合
評
価
方
式
の
さ

ら
な
る
推
進
を
通
じ
て
活
用
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。�

（
財
務
局
）

五
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
対
策
に
つ
い
て

要
望
内
容

⑴　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
対
策
費
に
つ
い
て
、
特
殊
な
マ
ス
ク
の
着
用
指

示
や
従
業
員
用
を
除
く
手
指
消
毒
液
等
に
つ
い
て
は
、
発
注
者
側
の
費
用
負
担

を
お
願
い
し
た
い
。

都
の
回
答

　
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
対
策
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
見
込
ま
れ
る
場
合
は

仕
様
書
等
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
必
要
な
経
費
は
積
算
上
考
慮
す
べ

き
も
の
と
考
え
ま
す
。
ま
た
契
約
後
追
加
で
感
染
症
対
策
が
発
生
す
る
場
合
は
、

受
発
注
者
協
議
の
上
契
約
変
更
等
に
よ
り
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
を
周
知
し
て

い
ま
す
。�

　（
財
務
局
）
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■令和4年度  東京都所有の建築物の維持管理に関する要望の回答

要
望
内
容

⑵　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
東
京
都
施
設(

監
理

団
体
が
管
理
す
る
場
合
を
含
む)

の
利
用
縮
小
や
閉
鎖
が
起
き
、
そ
れ
に
伴
う

管
理
費
の
削
減
が
言
い
渡
さ
れ
る
例
が
あ
り
ま
す
。
業
務
縮
小
や
閉
鎖
を
理
由

と
し
た
従
業
員
の
解
雇
や
待
遇
変
更
は
困
難
で
あ
り
、ま
た「
雇
用
調
整
助
成
金
」

に
は
上
限
が
あ
る
た
め
、
事
業
者
が
補
償
負
担
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
労

働
基
準
法
に
基
づ
く
支
払
賃
金
（
６
割
）
で
は
生
活
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら

従
業
員
が
退
職
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
施
設
の
利
用
が
再
開
さ
れ
た
場
合
の

人
員
不
足
の
事
態
に
陥
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。結
局
、離
職
を
く
い
止
め
る
に
は
、

従
業
員
の
従
来
水
準
の
賃
金
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。

　
　

感
染
症
拡
大
を
理
由
に
東
京
都
施
設(

監
理
団
体
が
管
理
す
る
場
合
を
含
む)

の
利
用
縮
小
や
閉
鎖
を
行
う
場
合
に
は
、
事
業
者
の
営
業
補
償
及
び
従
事
者
の

雇
用
を
守
る
た
め
、
契
約
額
の
減
額
、
解
約
等
の
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
行
わ

な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
　

な
お
、
Ｅ
Ｕ(

欧
州
連
合)

は
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
し
た
場
合
で
も
、
ビ
ル
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
は
「
保
健
衛
生
の
保
護
に
と
っ
て
必
須
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
業
種
」
と

位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
縮
小
・
閉
鎖
に
関
し
て
は
減
額
さ
れ
な
い
業
種
と
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

都
の
回
答

　
委
託
料
は
、
契
約
の
履
行
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
施
設

の
閉
鎖
等
に
よ
り
業
務
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
ま
で
お
支
払
い
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
コ
ロ
ナ
感
染
症
拡
大
防
止
措
置
に
伴
う
事
業
者
の
支
援
は
、

公
共
団
体
と
契
約
を
し
た
事
業
者
だ
け
で
な
く
、
他
の
事
業
者
を
含
め
、
労
働

政
策
等
の
施
策
と
し
て
別
途
議
論
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ま
す
。

　
な
お
、
コ
ロ
ナ
感
染
症
対
策
に
係
る
新
た
な
業
務
な
ど
が
発
生
し
た
場
合
は
、

委
託
者
・
受
託
者
間
の
協
議
等
に
よ
り
適
切
に
対
応
し
て
い
き
ま
す
。

�

（
財
務
局
）

要
望
内
容

⑶　

都
立
広
尾
病
院
等
の
感
染
症
指
定
医
療
機
関
の
他
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
罹
患
の
疑
い
の
あ
る
患
者
が
訪
れ
る
医
療
施
設
、
感
染
症
軽
症
者
の
宿

泊
療
養
施
設
等
の
感
染
リ
ス
ク
が
高
い
環
境
に
従
事
者
を
派
遣
す
る
場
合
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
高
い
レ
ベ
ル
の
衛
生
環
境
の
確
保
を
責
務
と
し
て
事
業
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
医
薬
・
生
活
衛
生
局
か
ら
出
て

い
る「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
係
Ｑ
＆
Ａ（
建
築
物
衛
生
法
関
連
）」（
厚

生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
参
照
）
で
は
、
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
務
発
注
者
に
対
し
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
が
入
院
す
る
医
療
機
関
に
お
い
て
、
通
常
時

と
比
較
し
て
、
清
掃
作
業
従
事
者
一
人
あ
た
り
約
2
万
円
の
追
加
費
用
が
発
生

し
て
い
る
た
め
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
適
切
に
仕
様
書
や
代
金
の
額

等
の
変
更
を
行
う
旨
が
通
知
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
　

東
日
本
大
震
災
時
の
除
染
作
業
と
同
様
、
作
業
の
危
険
度
に
対
す
る
特
殊
勤

務
手
当
の
設
定
は
必
須
で
あ
り
、
施
設
管
理
に
携
わ
る
従
業
員
の
リ
ス
ク
管
理

を
考
慮
し
た
契
約
金
額
の
割
り
増
し
等(

特
殊
勤
務
手
当)

が
必
要
で
す
。
感

染
症
の
拡
大
防
止
等
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
施
設
に
お
い
て
は
、
そ

の
管
理
を
受
託
す
る
事
業
者
に
対
す
る
特
別
な
補
償
、
補
助
、
助
成
等
を
設
定

い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

都
の
回
答

　
予
定
価
格
の
積
算
に
当
た
っ
て
は
、
実
際
に
行
う
業
務
内
容
や
施
設
の
特
性

を
踏
ま
え
適
正
に
行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
補
償
・
補
助
・
助
成
等
は
個
別
の
契

約
で
は
な
く
、
別
施
策
と
し
て
別
途
議
論
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ま
す
。

�

（
財
務
局
）
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太
陽
出
版
よ
り
出
さ
れ
た
こ
の
本
は
単
行
本

に
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
ま
え
が
き
・
あ

と
が
き
を
含
め
て
1
0
6
ペ
ー
ジ
し
か
な
く
、

小
冊
子
と
も
言
え
る
薄
さ
で
あ
る
。
し
か
し
そ

の
分
、
焼
き
餃
子
の
如
く
著
者
の
様
々
な
、
熱

い
思
い
が
包
ま
れ
て
い
る
自
伝
で
あ
る
。

　

著
者
は
、
埼
玉
県
の
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
の
一
つ

と
も
称
さ
れ
る
餃
子
を
看
板
メ
ニ
ュ
ー
と
す
る

『
ぎ
ょ
う
ざ
の
満
洲
』
の
創
業
者
、
金
子
梅
吉
氏

で
あ
る
。

　

1
号
店
は
所
沢
に
あ
り
、
多
店
舗
展
開
は
し

て
い
る
も
の
の
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
埼
玉
県

と
交
通
ア
ク
セ
ス
が
良
い
場
所
に
出
店
し
て
い

る
。

　
『
少
年
時
代
に
生
き
方
の
基
本
が
身
に
付
い

た
』
と
冒
頭
部
分
に
小
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
前
半
は
、
小
さ
い
頃
の
出
来
事
に
強
く

引
き
寄
せ
ら
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

著
者
は
1
9
3
6
年
、
群
馬
県
内
で
は
よ
く

『
老
神
温
泉
郷
』
と
呼
ば
れ
る
群
馬
県
沼
田
市
大

楊
（
お
う
よ
う
）
地
区
で
生
ま
れ
た
。
12
人
兄

妹
の
末
っ
子
で
、
早
く
に
両
親
を
亡
く
す
と
い

う
環
境
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
特
に
姉
達
か
ら

強
い
影
響
を
受
け
な
が
ら
育
て
ら
れ
た
。
偶
然

に
も
私
の
父
と
同
じ
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
。

　

７
、８
歳
の
時
か
ら
新
聞
配
達
等
の
仕
事
を
こ

な
し
、『
あ
の
頃
の
大
人
は
ど
う
し
て
あ
ん
な
に

子
供
に
優
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
』
と
回
顧
す
る

ほ
ど
、
深
い
深
い
愛
情
を
周
囲
の
人
々
か
ら
感

じ
な
が
ら
成
長
し
て
い
っ
た
。　
　

　

社
会
に
出
て
も
『
禍
福
は
糾
え
る
（
あ
ざ
な

え
る
）
縄
の
ご
と
し
』
と
い
う
ほ
ど
苦
楽
に
直

面
し
つ
つ
、
タ
ク
シ
ー
や
ト
ラ
ッ
ク
の
運
転
手
、

牛
乳
配
達
と
職
を
変
え
る
。

　

中
華
料
理
店
開
業
後
に
は
、
餃
子
を
包
む
機

械
の
導
入
、
著
者
62
歳
に
し
て
社
長
の
座
を
37

歳
の
実
の
娘
に
譲
っ
た
経
緯
等
の
記
述
が
続
く
。

早
く
か
ら
給
与
明
細
の
ネ
ッ
ト
閲
覧
を
含
め
た

読　者
投　稿  

お
す
す
め
本
と

　
　

や
さ
し
い
温
泉
文
・
写
真
：
上
原
　
毅

発売日：2017 年10 月
出版社：太陽出版
著　者：金子梅吉 

ぎょうざの満洲のキャッチコピーは
「3割うまい !!」。
これは「うまい、安い、元気！」
でうまさ3割増しという意味から
生まれた。
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デ
ジ
タ
ル
化
を
推
進
、
ス
ー
プ
を
小
袋
詰
め
に

し
て
酸
化
予
防
及
び
廃
棄
ロ
ス
削
減
、
タ
レ
を

開
発
し
て
料
理
専
門
の
職
人
に
よ
る
作
業
ム
ラ

発
生
の
防
止
等
、
I
C
T
や
S
D
G
s
に
つ
い

て
関
心
あ
る
方
な
ら
必
読
の
内
容
が
続
く
。　
　
　
　
　

　

終
盤
は
故
郷
で
あ
る
大
楊
地
区
の
温
泉
宿
『
東

明
館
』
の
事
業
継
承
で
完
結
さ
れ
る
。

　

以
前
、
私
も
中
国
東
北
部
に
3
年
ほ
ど
住
ん

だ
こ
と
が
あ
り
、
餃
子
は
焼
き
に
し
て
も
蒸
し

に
し
て
も
茹
で
に
し
て
も
、
共
稼
ぎ
夫
婦
、
お

１
人
様
世
帯
に
よ
く
好
ま
れ
る
料
理
だ
と
認
識

し
て
い
る
。
又
、
製
造
配
達
方
式
を
工
夫
す
れ

ば
コ
ロ
ナ
禍
で
も
宅
配
や
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
に
向

い
て
い
る
大
変
重
宝
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　

私
は
都
内
店
舗
だ
け
で
な
く
こ
の
宿
を
一
度

だ
け
日
帰
り
入
浴
で
利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
。

丁
度
、
付
近
の
沼
田
市
利
根
観
光
会
館
で
『
び
っ

く
り
雛
飾
り
』
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ

て
い
た
。
乳
児
死
亡
率
が
高
く
母
親
が
産
後
の

日
だ
ち
が
悪
く
、
命
を
落
と
す
こ
と
も
少
な
く

な
か
っ
た
時
代
。
医
学
が
未
発
達
な
時
代
の
厄

払
い
の
意
味
で
、
雛
飾
り
は
こ
こ
だ
け
で
な
く

全
国
的
に
も
重
要
な
行
事
に
な
っ
て
い
る
。

　

イ
ベ
ン
ト
見
学
後
、
宿
内
の
中
華
レ
ス
ト
ラ

ン
『
ぎ
ょ
う
ざ
の
満
洲
』
で
食
事
。
露
天
風
呂

に
も
浸
か
っ
た
。
出
入
口
の
床
に
は
細
い
パ
イ

プ
で
温
水
を
流
し
て
お
り
、
転
倒
防
止
と
足
の

冷
え
予
防
の
心
配
り
が
さ
れ
て
い
る
。

　

全
体
的
に
窓
が
大
き
く
、
曇
り
が
ち
の
天
気

で
も
片
品
川
沿
い
の
風
景
が
見
え
て
明
る
い
。

除
塵
も
徹
底
さ
れ
て
い
る
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
が
印

象
的
な
や
さ
し
い
宿
だ
っ
た
。

焼き餃子とキャラクター
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  第296話
「熊

く ま こ う

工の川上か、濟
せ い せ い こ う

々黌の古葉か…決めるのは難しかぁ」

左
さ と う

党　隆
たかし

「
私
も
海
野
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
巨
人
軍
に

対
す
る
見
方
を
変
え
な
い
と
い
け
な
い
わ

ね
」

　

こ
こ
で
カ
ウ
ン
タ
ー
の
中
か
ら
保
子
マ
マ

が
言
葉
を
発
し
た
。

「
あ
れ
れ
、
マ
マ
は
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
フ
ァ
ン

じ
ゃ
な
か
っ
た
?
」

　

奥
の
方
か
ら
名
嘉
ち
ゃ
ん
が
驚
き
の
声
を

上
げ
た
。

「
私
は
昔
か
ら
巨
人
で
す
よ
。
川
上
監
督
が

熊
本
工
業
高
校
の
出
身
で
す
も
の
…
」

「
と
い
う
こ
と
は
同
じ
熊
本
出
身
の
先
生
も

巨
人
で
す
か
?
」

　

今
度
は
海
野
氏
が
М
氏
に
向
か
っ
て
訊
く
。

「
い
ゃ
あ
～
、
困
っ
た
な
。
小
さ
い
頃
は
マ
マ

さ
ん
と
同
じ
で
巨
人
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
途

中
か
ら
広
島
カ
ー
プ
に
変
わ
っ
た
ん
で
ね
」

「
ど
う
し
て
で
す
か
?
」

　

名
嘉
ち
ゃ
ん
が
訊
く
の
を
、
O
氏
が
М
氏

に
代
わ
っ
て
言
っ
た
。

「
広
島
の
監
督
に
な
っ
た
古こ

ば葉
竹た

け

識し

が
、
М

さ
ん
と
同
じ
熊
本
県
立
濟
々
黌
高
等
学
校
出

身
だ
か
ら
で
し
ょ
う
?
」

「
そ
う
な
ん
だ
よ
。
O
君
の
言
う
通
り
同
じ

高
校
出
だ
か
ら
ね
」

　

М
氏
が
頷
い
て
言
っ
た
。

「
僕
は
古
葉
監
督
が
ど
ん
な
監
督
だ
っ
た
の

か
よ
く
知
ら
な
い
ん
で
す
け
ど
…
」

　

再
び
名
嘉
ち
ゃ
ん
が
訊
い
た
。

「
М
さ
ん
に
代
わ
っ
て
僕
が
説
明
し
よ
う
」

　

そ
う
言
っ
て
か
ら
O
氏
が
口
を
開
い
た
。

「
古
葉
監
督
は
ね
、
濟
々
黌
時
代
は
三
塁
手

で
春
の
選
抜
に
も
出
場
し
た
。
卒
業
後
の

1
9
5
5
年
に
東
都
六
大
学
の
専
修
大
学
に

進
学
し
た
が
、
在
学
中
に
偶
然
、
社
会
人
野

球
日
鉄
二
瀬
の
監
督
濃
人
渉
の
目
に
と
ま
り
、

う
ち
へ
来
な
い
か
と
誘
わ
れ
た
古
葉
は
大
学

を
中
退
し
て
日
鉄
二
瀬
に
入
っ
た
ん
だ
。
当

時
の
日
鉄
二
瀬
の
チ
ー
ム
メ
イ
ト
に
は
熊
本

県
山
鹿
市
の
出
身
で
、
中
日
、
ロ
ッ
テ
な
ど

で
活
躍
し
た
江
藤
慎
一
、
佐
賀
県
武
雄
市
の

出
身
で
、
東
映
、
巨
人
、
西
鉄
な
ど
で
活
躍

し
た
吉
田
勝
豊
ら
が
揃
っ
て
い
た
。
そ
し
て

1
9
5
7
年
12
月
に
同
僚
で
あ
る
江
藤
慎
一

の
入
団
交
渉
に
来
て
い
た
広
島
カ
ー
プ
の
白

石
勝
巳
監
督
に
、
濃
人
は
古
葉
ま
で
売
り
込

み
、
古
葉
は
広
島
へ
入
団
す
る
こ
と
と
な
っ

た
ん
だ
。
1
9
5
8
年
に
広
島
に
入
団
し
た

古
葉
は
、春
の
キ
ャ
ン
プ
で
白
石
監
督
の
『
オ

ー
プ
ン
戦
で
３
割
を
打
っ
た
ら
使
っ
て
や

る
』
と
の
言
葉
に
発
奮
し
て
、
3
割
近
い
好

成
績
を
残
し
、
同
じ
新
人
の
小
坂
佳
隆
、
森

永
勝
治
と
共
に
レ
ギ
ュ
ラ
ー
を
獲
得
し
、
8

月
10
日
の
国
鉄
戦
で
は
何
と
金
田
正
一
か
ら

サ
ヨ
ナ
ラ
本
塁
打
を
打
っ
た
り
し
た
ん
だ
が
、

8
月
19
日
の
大
洋
戦
で
骨
折
、
そ
の
日
以
降

の
シ
ー
ズ
ン
を
棒
に
振
っ
た
が
そ
れ
ま
で
は

ほ
ぼ
フ
ル
出
場
と
な
る
88
試
合
に
出
場
し
た

ん
だ
」

　

こ
こ
で
Ｏ
氏
は
い
っ
た
ん
言
葉
を
休
め
、

グ
ラ
ス
の
酒
を
口
に
運
ん
で
か
ら
、

「
1
9
6
3
年
に
は
オ
ー
ル
ス
タ
ー
ゲ
ー
ム

で
Ｍ
Ｖ
Ｐ
を
獲
得
。
こ
の
M
V
P
獲
得
で
勢

い
づ
い
た
古
葉
は
、
そ
の
後
長
嶋
茂
雄
と
熾

烈
な
首
位
打
者
争
い
を
演
じ
、
10
月
6
日
に

は
そ
の
差
1
厘
差
に
ま
で
肉
薄
し
た
ん
だ
が
、

同
年
の
10
月
12
日
の
大
洋
戦
で
、
島
田
源
太

郎
の
シ
ュ
ー
ト
を
受
け
て
、
顎
が
割
れ
る
ほ

ど
の
大
怪
我
で
負
傷
退
場
。
残
り
僅
か
13
試

合
で
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
だ
っ
た
。『
俺
は
球

場
へ
行
く
。
俺
を
待
っ
て
い
る
フ
ァ
ン
の
た

め
に
ど
う
し
て
も
打
席
に
立
つ
…
』
と
、
病

院
の
ベ
ッ
ド
で
痛
み
に
耐
え
つ
つ
呻
く
よ
う

に
呟
い
た
古
葉
の
元
へ
、『
キ
ミ
ノ
キ
モ
チ

ヨ
ク
ワ
カ
ル 

イ
チ
ニ
チ
モ
ハ
ヤ
イ
ゴ
ゼ
ン
カ

イ
ヲ
イ
ノ
ル
』
と
、
長
嶋
か
ら
お
見
舞
い
の

電
報
が
届
け
ら
れ
た
。
こ
の
時
点
で
古
葉
の

シ
ー
ズ
ン
は
終
了
し
て
打
率.
3
3
9
と
な

り
、
僅
か
2
厘
差
の.
3
4
1
で
長
嶋
が
タ

イ
ト
ル
を
獲
得
し
た
が
、
古
葉
も
ベ
ス
ト
ナ

イ
ン
に
選
ば
れ
た
。
し
か
し
1
9
6
4
年
は

前
年
の
死
球
の
後
遺
症
か
ら
腰
が
引
け
て
打

撃
に
支
障
を
来
す
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
前

年
度
足
を
活
か
し
て
面
白
い
よ
う
に
打
率
を

ア
ッ
プ
さ
せ
た
こ
と
を
ヒ
ン
ト
に
、
機
動
力

を
前
面
に
押
す
ス
タ
イ
ル
へ
移
行
し
た
た
め

打
率
は.
2
1
8
と
大
き
く
ダ
ウ
ン
し
た
が
、

自
己
最
多
の
57
盗
塁
を
記
録
し
て
盗
塁
王
に

輝
い
た
。
1
9
6
5
年
以
降
は
二
塁
手
に
コ

ン
バ
ー
ト
さ
れ
、
１
９
６
８
年
に
も
39
盗
塁

で
2
度
目
の
盗
塁
王
を
獲
得
し
た
が
、
こ
の

機
動
力
重
視
ス
タ
イ
ル
へ
の
転
換
は
、
後
の

監
督
時
代
の
チ
ー
ム
作
り
の
礎
と
な
っ
た
よ

う
だ
」

　

こ
こ
で
ま
た
O
氏
は
一
息
入
れ
て
、
グ

ラ
ス
の
酒
を
口
に
運
ん
だ
。

「
あ
ん
ま
り
長
く
な
る
と
嫌
わ
れ
そ
う
だ
か

ら
、
あ
と
は
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
こ
の
後

古
葉
は
南
海
を
経
て
現
役
引
退
後
は
指
導
者

に
転
身
し
、
1
9
7
5
年
の
シ
ー
ズ
ン
序

盤
に
当
時
の
ル
ー
ツ
監
督
の
退
任
に
伴
っ
て
、

39
歳
の
若
さ
で
コ
ー
チ
か
ら
広
島
の
監
督
に

な
っ
た
わ
け
さ
」

「
と
い
う
こ
と
は
、
マ
マ
と
先
生
は
、
熊
工

の
川
上
か
、
濟
々
黌
の
古
葉
か
の
い
ず
れ
か

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
?
」
海
野
氏
が

言
う
と
、

「
そ
れ
ば
決
め
ろ
ち
ゅ
ん
な
…
ナ
ン
バ
ゴ
ツ

無
理
な
話
ば
い
。
難
し
か
ぁ
」

　

М
氏
が
熊
本
弁
で
言
う
と
、
マ
マ
が

「
そ
う
ば
い
。
く
ま
モ
ン
に
で
も
聞
い
て
み

た
ら
」
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環境関連情報

３Ｅエネルギー
エコノミー
エコロジー

レポート
情報提供

No.53

一般社団法人資源エネルギー研究協会は、国がおこなう省エネ相談の窓口として認定されました。
無料診断からよろず相談をさせて頂きます、お気軽にお声掛け下さい。必ずやご期待にお応え致します。

● COOL CHOICE 啓発ツール　　　　
「地球温 暖化防止ハンドブック」を作成

　カーボンニュートラルへの挑戦は、社会経済を大き
く変革し、投資を促し、企業の生産性を向上させ、産
業構造の大転換と力強い成長を生み出すチャンスであ
り、また、このチャンスを地域経済の成長にもつなげ
ていくことが必要だ。
　この大きな潮流の中で、中小企業等の地域企業は、
コスト負担の増加やルールチェンジによるリスクの側
面を意識しつつも、カーボンニュートラルへの挑戦を
成長の機会と捉えて、生産性の向上や新事業の創出な
ど、自らの稼ぐ力の強化につなげていくことが重要だ。
　関係機関との連携による支援ネットワークを形成
し、カーボンニュートラルに伴う事業環境の変化等の
情報を的確に地域に届けつつ、地域企業や自治体等に
寄り添いながら、企業のイノベーション創出や自治体
の脱炭素化による地域活性化につながる取組をサポー
トする。地域企業を支える支援機関との緊密な連携に
より、支援体制の構築を目指している。今後も、更な
る支援ネットワークの拡充を図っていく。

「関東経済産業局」
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ene_koho/
ondanka/data/kantocn_action_plan.pdf

●東京都、キャップ＆トレード制度（第二計画
期間）における CO2 総量削減成果を発表

　東京都は、大規模事業所に対する「温室効果ガス
排出総量削減義務と排出量取引制度（キャップ＆ト
レード制度）」第二計画期間において全ての対象事
業所が総量削減義務を達成したことを発表した。
　同制度は、大規模事業所 ( 前年度の燃料・熱・電
気の使用量が、原油換算で年間 1,500kl 以上の事業
所 ) に CO2 排出量の削減義務を課す世界初の都市型
キャップ・アンド・トレード制度。
　対象事業所は自らの省エネ対策等によって削減す
るほか、排出量取引を活用して他の事業所の削減量

（クレジット）等を取得して義務を履行することが
できる。対象となっていたのは、約 1200 事業所で、
平成 27 年度から令和元年度の第二計画期間で、温
室効果ガスを 17%（または 15%）削減することが
義務付けられていた。
　対象事業所の約 85％が自らの対策によって削減
義務を達成し、約 15％の対象事業所もクレジット
等を活用して削減義務を履行し、全事業所で義務が
履行されたという。「環境展望台」

STOP労災！
業務災害・通勤災害が増加しています。
一人ひとりの注意と努力で業務・通勤
災害を防止しましょう。
労災を防ぐのは、あなたです！
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会員はもちろん、一般の方々からも投稿作品を募集します。

（公社）東京ビルメンテナンス協会��広報委員会

募
集
内
容

● 日常生活の中で感じた事、面白いと思った事を、川柳や俳句や短歌にして。
   （ 応募は本名でお願いしますが、掲載時には匿名も可能です ）

● エッセイ、小説などの文章作品。（1回掲載分1,500文字位でお願いします）
● ビル（外観）や街の風景などを写真に撮って、その時のエピソードと共に。
● おすすめの本、店の紹介を写真と文章で。

締切はありません。いつでもご応募ください。掲載された方には委員会規定の謝礼を差し上げます。

■応募方法
　「広報誌投稿原稿」であることを明記して、以下のメールアドレスまでＥメールにてお送りください。
　応募先アドレス：pr@tokyo-bm.or.jp  事務局担当：松丸、小林

あなたの作品や感動した風景•
ビルの写真等を載せませんか。

投 稿 募 集

3
・
15	

イ
ギ
リ
ス
と
E
U
、
ロ
シ
ア
の
「
最
恵

国
待
遇
」
を
撤
廃

3
・
16	

宮
城
・
福
島
県
で
震
度
６
強
の
地
震

3
・
17	

天
皇
皇
后
両
陛
下
の
長
女
愛
子
さ
ま
が

成
年
に
当
た
り
初
め
て
の
記
者
会
見

3
・
18	

日
銀
が
金
融
政
策
決
定
会
合
で
金
融
緩

和
策
の
維
持
を
決
定

3
・
19	

鈴
木
誠
也
外
野
手
が
米
大
リ
ー
グ
の
カ

ブ
ス
と
5
年
契
約

3
・
20	

岸
田
首
相
と
イ
ン
ド
の
モ
デ
ィ
首
相
が

共
同
声
明

3
・
21	

18
都
道
府
県
の
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措

置
が
全
面
解
除

3
・
22	

東
京
電
力
と
東
北
電
力
の
管
内
に
「
電

力
需
給
逼
迫
警
報
」
が
発
出

3
・
23	

日
本
の
国
会
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ゼ
レ
ン

ス
キ
ー
大
統
領
が
オ
ン
ラ
イ
ン
演
説

3
・
24	

サ
ッ
カ
ー
日
本
代
表
が
７
大
会
連
続
ワ

ー
ル
ド
カ
ッ
プ
出
場
決
定

3
・
25	

北
大
西
洋
条
約
機
構
（
N
A
T
O
）
と

先
進
7
カ
国
（
G
7
）
が
緊
急
の
首
脳

会
議

3
・
26	
全
国
の
８
地
方
銀
行
で
シ
ス
テ
ム
障
害

が
発
生

3
・
27	
大
相
撲
春
場
所
で
新
関
脇
の
若
隆
景
が

初
優
勝

3
・
28	

「
ド
ラ
イ
ブ
・
マ
イ
・
カ
ー
」
米
ア
カ

デ
ミ
ー
賞
国
際
長
編
映
画
賞
を
受
賞

3
・
29	

日
銀
が
連
続
し
て
国
債
を
無
制
限
に
買

い
入
れ
開
始

3
・
30	

雇
用
保
険
法
な
ど
の
改
正
法
が
成
立

3
・
31	

第
94
回
選
抜
高
校
野
球
大
会
で
大
阪
桐

蔭
が
4
度
目
の
春
制
覇

4
・
1	

成
人
年
齢
を
引
き
下
げ
る
改
正
民
法
が

施
行

4
・
2	

サ
ッ
カ
ー
Ｗ
杯
カ
タ
ー
ル
大
会
で
日
本

は
ス
ペ
イ
ン
や
ド
イ
ツ
と
同
組
決
定

4
・
3	

来
日
を
希
望
す
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民

を
政
府
専
用
機
同
乗
へ
調
整

4
・
4	

米
財
務
省
が
ロ
シ
ア
国
債
支
払
い
を
禁

止

4
・
5	

E
U
欧
州
委
が
ロ
シ
ア
産
石
炭
を
禁
輸

へ
追
加
制
裁
案

4
・
6	

国
際
通
貨
基
金
が
日
本
の
成
長
率
２
・

４
％
に
引
き
下
げ

4
・
7	

漫
画
家
の
藤
子
不
二
雄
Ⓐ
さ
ん
死
去

（
88
歳
）

4
・
8	

大
谷
翔
平
選
手
が
開
幕
戦
に
先
発
投
手

と
１
番
打
者
で
出
場

4
・
9	

日
本
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
両
政
府
が
外
務
・

防
衛
閣
僚
協
議
の
初
会
合
を
東
京
都
内

で
開
催

4
・
10	

ロ
ッ
テ
の
佐
々
木
朗
希
投
手
が
完
全
試

合
達
成

4
・
11	

オ
ミ
ク
ロ
ン
株
派
生
型
「
Ｘ
Ｅ
」
の
感

染
者
が
国
内
で
初
確
認

4
・
12	

日
米
豪
印
の
「
ク
ア
ッ
ド
」
首
脳
会
合

を
5
月
に
日
本
で
開
催

4
・
13	

1
ド
ル
一
時
1
2
6
円
台
に　

20
年
ぶ

り
の
円
安
水
準
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文：相談員　弁護士　江村　利明

経営等に関するさまざまな相談を受け付けております。　TEL.�03（3805)7555�まで

■相談員のご紹介（五十音順）

●石井 泰幸 氏
　税理士

●江村 利明 氏
　弁護士

●金丸 大二 氏
　特定社会保険労務士
　就業規則、給与計算等

●北山 克己 氏
　建築物環境衛生管理技術者
　ビルクリーニング技能士
　ビル清掃、病院清掃など清掃全般

●坂 康夫 氏
　技術士
　経営工学・品質管理

●富永 雄次 氏
　１級電気工事施工管理技士
　建築物環境衛生管理技術者
　１級ビル設備管理技能士
　ビル設備管理業務全般

●中辻 一裕 氏
　中小企業診断士
　POP広告、経営、
　マーケティング・コンサルティング

な ん で も  相 談 コ ー ナ ー

　今回は民法改正により時効障害事由（時効の進
行や完成を妨げる事由）が見直されたことについ
て説明します。

１　改正前の規定
　改正前民法においては、消滅時効の進行や完成
を妨げる事由として、「中断」と「停止」を定め
ていました。
　「中断」は、時効進行中に時効の基礎となる事
実状態の継続が破られたことを理由に、それまで
進行してきた時効期間をリセットして一から時効
期間を再スタートさせるもの、「停止」は、時効
完成の直前に、天変地異等権利者による時効中断
を不可能又は著しく困難にする事情が生じた場合
に、その事情が解消された後一定期間が経過する
時点まで時効の完成を延期するものです。

２　改正民法の規定
⑴　「中断」、「停止」が上記の意味であることは
言葉自体からははっきりしないので、従来の時効
の「中断」と「停止」を、「更新」と「完成猶予」

という概念に整理しました（改正法147条～150
条、152条～154条）。「中断」は時効期間をリセッ
トするものですから「更新」に、「停止」は時効
完成が延期されるものですから「完成猶予」に、
それぞれ変更されたものです。
⑵　「更新」事由と「完成猶予」事由の整理
　従来は、裁判上の請求は、時効中断事由とされ
ていましたが、訴えの取下げがあると中断の効力
を生じないとされていたので、その間の時効の問
題がどうなるのかはっきりしませんでした。この
点、改正法では、訴えの提起（裁判上の請求）が
あると時効の進行を一旦止めて裁判手続を進め（時
効の完成猶予）、確定判決等により権利が確定する
と時効がリセットされる（判決後新たに時効が進
行する。）（時効の更新）とされました（改正法
147条）。この取扱いについては、強制執行等（強
制執行、担保権の実行等）でもほぼ同じです（改
正法148条））。なお、改正前の天変地異等による時
効の停止事由については、時効の完成猶予事由と
したうえで、猶予期間が2週間から3か月に変更さ
れています（改正法161条）。

改正債権法による「時効
障害事由」の整理等について
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5
2022

月 講習会カレンダー
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

問い合わせ先：協会事務局　03（3805）7555
※講習会情報の公開（HP）は、原則2か月前の15日（休日の場合翌営業日）13時頃

※4月15日現在で開催
する予定の講習会の
み掲載しております。

１
．
講
習
会
の
開
催
中
止
、
延
期
に

つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に

伴
い
、
今
後
の
講
習
会
に
つ
い
て
急
遽
中

止
・
延
期
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
ご

ざ
い
ま
す
。

　
そ
の
際
に
は
速
や
か
に
皆
様
に
ご
連
絡

致
し
ま
す
。
予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

２
．
講
習
会
の
申
込
方
法
に
つ
い
て

　
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
各
講
習
会
の

ペ
ー
ジ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
専
用
申
込
フ
ォ
ー

ム
を
申
込
開
始
時
に
掲
載
い
た
し
ま
す
の

で
、
そ
ち
ら
か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
関
わ
る

講
習
会
対
応
に
つ
い
て

◉設備と
　図面の基礎

◉現任警備員
　基本教育講習

◉リスク
　アセスメント
　講習

◉ビルの
　給排水・衛生
　設備

◉現任警備員
　基本教育講習

◉よくわかる
　床清掃

◉消防技術実技
　専門教育

◉貯水槽
　清掃作業従事
　者研修

7月分講習会
情報公開日(HP)

◉清掃作業従事者研修Aコース 

◉新任警備員教育

◉高圧・特別高圧電気取扱者
安全衛生特別教育
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6
2022

月 講習会カレンダー
日 月 火 水 木 金 土
29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2 

問い合わせ先：協会事務局　03（3805）7555
※講習会情報の公開（HP）は、原則2か月前の15日（休日の場合翌営業日）13時頃

３
．
受
講
さ
れ
る
皆
様
へ
の
お
願
い 

●�

咳
や
発
熱
な
ど
の
症
状
が
あ
る
方

は
、
参
加
を
お
控
え
く
だ
さ
い
。

●��

感
染
症
予
防
や
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
の
た

め
、
会
場
に
マ
ス
ク
を
ご
持
参
、
ご

着
用
く
だ
さ
い
。

●��

会
場
で
は
、
手
洗
い
や
消
毒
液
を
使

用
す
る
な
ど
一
般
的
な
感
染
症
対
策

に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

　　
な
お
、
体
調
不
良
、
発
熱
な
ど
の
症
状

が
あ
る
方
は
、
日
程
等
の
変
更
も
承
っ
て

お
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
ご
連
絡
を
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

◉外国人従事者育成の
　 ための指導者養成講習
◉空調設備の
　自動制御

◉ビルの
　空気調和設備

◉現任警備員業務別
　 教育 (1 号 ) 講習

◉現任警備員
　業務別教育
　(2 号 ) 講習

◉よくわかる
　ガラス清掃

◉病院清掃
　従事者講習
◉ポンプの実務
　（中級編）

◉清掃作業
　従事者研修
　B コース

◉現任警備員
　業務別教育
　(1 号 ) 講習
◉ビルの
　電気設備
　( 中級編）

◉新任警備員教育

◉清掃作業従事者研修Aコース 

◉新任警備員教育

8月分講習会
情報公開日(HP)
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詳細は当協会事務局（03-3805-7555)　小林、松丸までご連絡ください

賛助会員の皆様からおすすめ製品の情報を募集いたします。
奮ってご応募ください。

▲

※掲載製品の性能等についての説明内容は、当該賛助会員からの情報です。

製品情報募集（掲載料無料）

おすすめ
製      品
コーナー ecommended roducts
業務用除菌清掃ロボット

Whiz i はソフトバンクロボティクスの除菌清掃ロボットです。記憶した清掃ルートをムラなく均一
に清掃でき、床に付着している細菌やウイルスも除去。HEPA フィルターを通じてクリーンな空気
も排出されるため空気中の空中浮遊菌も除去することができます。 

除菌清掃ロボット Whiz i
株式会社エイコー　TEL : 03-5470-9531　https://www.eicoh.com/

詳細な製品情報はこちら

［ウエブサイト］ ［各種施設の導入事例］
Whiz i の清掃の様子や使い方を
動画でご覧いただけます。

様々な施設環境や業態での導入事例動画やインタビューを
ご覧いただけます。

徹底清掃・徹底除菌には、

→清掃したいルートを手押しでティーチング。2 回目以降はスタートボタンを押すだけで、
記憶したルートを自律清掃します。 

©SoftBank Robotics

→複数のセンサーで素行ルート上の障害物や段差、
人の動きを検知し、状況に応じた回避や一時停止を
行います。 

→最大約 3.6 時間の長期運転で約 1,800㎡ 

・「Whiz」の名称、ロゴはソフトバンクロボティクスの登録商標です。
・「株式会社エイコーは SMFL レンタル株式会社の代理店で、ソフトバンクロボティクスの Whiz 正規販売代理店です。」

導入も使い方も簡単。ルートを設定してワンボタン自律清掃。

センサーが障害物を検知して常に変わり続ける
環境に対応します。

コンパクトサイズでも長時間の清掃が可能。
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ＦＡＸ　03-3805-7550

吉澤　幸夫
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編
集
後
記

　

令
和
三
年
（
2
0
2
1
）
一
月
七
日
、
突
然
新
型

コ
ロ
ナ
肺
炎
に
罹
患
し
、
我
が
人
生
で
経
験
し
た
こ

と
の
な
い
苦
し
み
を
味
わ
う
こ
と
に
な
る
と
は
、
思

い
も
よ
ら
ぬ
出
来
事
。
そ
れ
は
正
に
青
天
の
霹
靂
で

し
た
。
し
か
し
人
生
色
々
。
捨
て
る
神
あ
れ
ば
拾
う

神
あ
り
で
あ
る
。
人
工
心
肺
装
置
使
用
寸
前
状
態
の

時
、
た
ま
た
ま
空
き
の
病
室
が
出
て
、
そ
の
ま
ま
ベ

ッ
ド
に
運
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
運
が
良

い
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
そ
の
日
か
ら
隔
離
病

棟
に
お
い
て
コ
ロ
ナ
肺
炎
治
療
と
な
り
ま
し
た
。
一

週
間
に
三
度
の
P
C
R
検
査
を
受
け
、
結
果
す
べ
て

が
陰
性
と
な
り
、
一
月
十
五
日
か
ら
一
般
病
棟
に
移

り
、
肺
炎
治
療
を
続
行
。
三
月
七
日
、
入
院
か
ら
ち

ょ
う
ど
二
カ
月
目
に
退
院
。
そ
れ
か
ら
毎
月
経
過
観

察
の
た
め
通
院
を
続
け
て
お
り
ま
し
た
が
、
八
月
に

な
っ
て
担
当
医
師
の
口
か
ら
驚
き
の
病
名
が
告
げ
ら

れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
胸
部
大
動
脈
瘤
で
し
た
。
藤
田

ま
こ
と
、
阿
藤
快
な
ど
が
こ
れ
で
命
を
な
く
し
て
い
る

恐
ろ
し
い
病
気
で
す
。
通
院
中
に
撮
っ
た
Ｍ
Ｒ
Ｉ
や

Ｃ
Ｔ
の
画
像
か
ら
判
明
し
た
の
で
す
。
手
術
は
早
い

方
が
良
い
の
で
す
が
、
肺
炎
の
後
遺
症
が
良
化
し
て

き
た
十
月
十
八
日
に
、
胸
部
大
動
脈
瘤
ス
テ
ン
ト
グ

ラ
フ
ト
内
挿
術
に
よ
る
手
術
を
行
い
ま
し
た
。
手
術

は
成
功
し
た
か
に
見
え
ま
し
た
が
、
術
後
に
血
栓
が

飛
ん
で
右
小
脳
梗
塞
が
発
症
し
、
左
片
麻
痺
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
一
難
去
っ
て
ま
た
一
難
。
約

1
カ
月
の
経
過
観
察
を
経
て
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

専
門
の
病
院
に
転
院
し
、
そ
れ
か
ら
約
二
カ
月
間
の

リ
ハ
ビ
リ
治
療
の
後
、
令
和
四
年
一
月
三
十
一
日
に
、

よ
う
や
く
退
院
と
な
っ
た
の
で
す
。
年
を
跨
い
で
の

入
院
生
活
は
自
分
と
の
闘
い
、
大
変
苦
痛
な
毎
日
で

し
た
。
禍
福
は
糾
え
る
縄
の

如
し
、
人
間
万
事
塞
翁
が
馬

の
一
年
で
し
た
。
ま
だ
遠
出

外
出
は
無
理
な
た
め
、
こ
れ

か
ら
し
ば
ら
く
は
在
宅
に
て

リ
ハ
ビ
リ
治
療
を
受
け
な
が

ら
、
完
全
復
帰
を
目
指
し
て

日
々
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

奥
出　

隆
之

4
月
４
日

【 

協　

会 
】

 

・
広
報
誌
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
東
京
」（

2
0
2
2
年
4
月
号
）

 

・
第
12
回
定
時
総
会
開
催
の
ご
案
内

 

・
会
員
代
表
者
に
お
け
る
還
暦
該
当
者
の
確
認
に
つ
い
て 

 　

の
ご
案
内

【 

そ
の
他
団
体 

】

 

・
熱
中
症
チ
ラ
シ
（
東
京
労
働
局
）

 



2022.5  Network Tokyo 36みんなの朝の合言葉　あなたも私もご安全に。

告　知　板 2022.5　Vol.592

社　　　名 協会登録代表者名 郵便番号 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 FAX 番号
（赤色の太字部分が変更になった箇所)（※4月15日までに協会へご連絡のあった変更情報になります。)

（社名・代表者・住所・電話・ＦＡＸ変更)

ミッケル化学(株)
（旧　(株)ユーホーニイタカ）

森田　将基 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町1-11-21 06-6634-5290 06-6634-5294

（社名・代表者・電話・ＦＡＸ変更)

三菱電機ビルソリューショ
ンズ(株)
（旧　三菱電機ビルテクノサービス(株)）

松本　　匡 116-0002 東京都荒川区荒川7-19-１　
システムプラザ内

03-3802-9640 03-3802-9707

（社名・代表者変更)

(株)東京ダイケンビルサー
ビス
（旧　(株)ダイケンビルサービス）

飯田　英貴 102-0084 東京都千代田区二番町12-2 03-3239-1273 03-3239-2040

雪印メグミルクビジネスソ
リューション(株)
（旧　(株)YBS）

武田　泰夫 102-0082 東京都千代田区一番町16-1　
共同ビル5F

03-6371-1324 03-6371-1329

（住所・電話・ＦＡＸ変更)

公共ビル管理(株) 西藤　　理 101-0047 東京都千代田区内神田2-7-7 03-6206-0777 03-6206-0778

三井物産フォーサイト(株) 山本　佳弘 105-0003 東京都港区西新橋1-2-9　
日比谷セントラルビル22F

03-6772-7500 03-6772-7505

（社名変更)

(株)NAOX
（旧　東豊産業(株)）

長堀　直幸 114-0003 東京都北区豊島1-5-10　
メゾン王子Ⅰ　3F

03-3912-8191 03-3912-8198

(株)リビエラ
（旧　(株)リビエラプロパティ
マネジメント）

渡邊　　曻 107-0062 東京都港区南青山3-3-3 03-5474-8007 03-5413-5537

（代表者名変更）

SEC(株) 髙崎　真之介 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野7-24-15 042-743-7577 042-749-7288

協和産業(株) 福島　宏樹 167-0023 東京都杉並区上井草2-20-12 03-3395-5011 03-3395-5133

JUKIプロサーブ(株) 見浦　利正 206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1 042-357-2521 042-357-2560

東京ガスファシリティ
サービス(株)

西村　　優 108-6222 東京都港区港南2-15-3
品川インターシティC棟22階

03-6451-4020 03-6451-4268

(株)日進産業 垣内　洋一 104-0042 東京都中央区入船1-4-10 03-3551-0285 03-3551-4875

日本クリーン(株) 森下　紀男 101-0054 東京都千代田区神田錦町2-5-4　
第二亀谷ビル

03-3291-0711 03-3291-0714

(株)ビルメン総業 竹島　美喜 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-6-1　
吉祥寺スバルビルB1

0422-71-2776 0422-47-4679

三井不動産ファシリティー
ズ(株)

安井　清史 104-0054 東京都中央区勝どき3-13-1
FORE FRONT TOWER Ⅱ 7F

03-5547-7820 03-5547-7840

(株)サニクリーン東京 関根　達也 216-0011 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2-18-12 044-377-1515 044-976-3288
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